
編
課

『
中
國
歴
史
文
献
學
史
述
要
』
ー
宋
代
の
金
石
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
胎
苓
・
崔
文
印
　
原
著

山
口
謡
司
・
石
川
薫
・
洲
脇
武
志
　
編
課

　
中
國
の
古
代
青
銅
器
の
形
状
・
銘
文
、
お
よ
び
中
國
古
代
の
碑
碩
刻
石
に
つ
い
て
牧
集
・
著
録
・
研
究
す
る
こ
と
を
金
石
學
と
呼
ぶ
。
こ

の

專
門
の
學
問
は
宋
代
に
始
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
歴
史
文
献
學
に
封
す
る
宋
人
の
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
金
石
學
の
創
造
は
、

歴
史
文
献
學
の
領
域
を
大
き
く
切
り
開
い
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
史
實
の
考
讃
や
史
實
の
諸
明
な
ど
の
分
野
で
も
重
要
な
債
値
を
持
っ
て
い

る
。
宋
代
以
前
に
も
、
歴
史
上
に
は
、
前
人
に
よ
る
金
石
文
献
の
研
究
に
關
す
る
記
載
は
あ
る
。
例
え
ば
、
漢
の
宣
帝
の
と
き
張
敵
が
美
陽

で
入
手

し
た
寳
鼎
に
つ
い
て
行
っ
た
考
論
、
北
齊
の
顔
之
推
が
秦
代
の
鐵
稻
椹
を
用
い
て
行
っ
た
校
書
、
唐
人
の
章
雁
物
と
韓
愈
に
よ
る
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
な
こ

鼓
の
稻
賛
（
そ
の
中
に
は
明
ら
か
に
考
訂
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
）
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
分
野
の
實
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
人
の
成
果

は
結
局
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
り
、
系
統
立
っ
て
い
な
い
た
め
、
「
學
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
宋
代
に
な
る
と
大
き
く
愛
わ
り
、
多
く
の

學
者
が
古
代
の
青
銅
器
・
古
代
の
碑
碍
刻
石
の
牧
集
に
力
を
注
い
だ
ば
か
り
か
、
專
門
の
研
究
著
述
を
記
し
た
た
め
、
專
門
の
學
問
と
し
て

確
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
著
述
の

成
果
を

見

る
と
、
宋
人
の
金
石
研
究
は
、
ほ
ぼ
四
つ
の
流
派
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
歓
陽
修
・
趙
明
誠
を
代
表
と
す
る
著
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録
派

で
、
古
器
物
の
存
目
と
考
訂
を
重
覗
す
る
。
1
1
つ
目
は
、
呂
大
臨
・
王
齢
を
代
表
と
す
る
器
形
固
給
・
款
識
模
録
派
で
、
古
器
物
の
原

形

と
文
字
の
傳
録
を
重
硯
す
る
。
三
つ
目
は
、
蒔
爲
功
・
王
倖
を
代
表
と
す
る
録
文
派
で
、
器
物
銘
文
の
筆
寓
と
考
讃
・
解
繹
を
重
覗
し
、

も
は
や
器
物
の
圖
形
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
四
つ
目
は
、
張
倫
・
黄
伯
思
ら
を
代
表
と
す
る
考
評
派
で
、
器
物
の
敷
用
や
銘
文
の
解
説
を
重

硯
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
類
別
順
に
略
述
し
た
い
。

一
、

『集
古
録
』
・
『
金
石
録
』
と
『
金
石
略
』

　
『
集
古
録
』
は
歓
陽
修
が
編
纂
・
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
欧
陽
修
（
字
は
永
叔
）
は
、
中
國
北
宋
時
期
の
著
名
な
文
學
家
・
史
學
家
で

あ
る
だ
け
で
な
く
、
著
名
な
文
献
學
家
で
も
あ
る
。
彼
は
中
國
で
最
も
早
く
古
銅
器
・
古
碑
刻
な
ど
の
文
物
を
系
統
的
に
敗
集
し
、
研
究
と

著
録

を
行
っ
た
人
物
で
あ
る
。
歓
陽
修
の
金
石
文
献
の
敗
集
範
團
は
非
常
に
廣
く
、
F
凡
そ
周
漢
以
降
の
金
石
遺
文
・
断
編
残
簡
、
一
切
綴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
じ

拾

し
て
、
異
同
を
研
稽
」
し
、
F
金
石
學
上
、
大
規
模
な
牧
集
を
試
み
て
い
る
」
。
欧
陽
修
の
文
物
牧
集
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
は
、
牧
集

順
に

記
録
し
、
一
定
藪
ま
で
牧
集
し
た
ら
、
そ
の
記
録
を
一
巷
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
仁
宗
の
嘉
砧
八
年
に
は
、

彼

は
千
巻
以
上
も
記
録
し
た
。
こ
れ
が
『
集
古
録
』
で
あ
る
。
『
集
古
録
』
の
牧
集
は
、
確
か
に
幅
廣
く
、
r
上
は
周
穆
王
よ
り
以
來
、
下
は

秦
漢
惰
唐
五
代
に
更
び
、
外
は
四
海
九
州
、
名
山
大
川
、
窮
崖
紹
谷
、
荒
林
破
塚
、
＃
仙
鬼
物
、
誰
怪
の
傳
ふ
る
所
に
至
る
ま
で
、
皆
な
有

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ら
ざ
る
は
莫
し
」
で
あ
っ
た
。

　
『
集
古
録
』
は
、
「
其
の
得
る
所
に
随
ひ
て
之
を
録
し
」
、
し
か
も
「
其
の
取
る
こ
と
多
く
し
て
未
だ
已
ま
ず
」
で
あ
っ
た
た
め
、
た
だ
「
巻
秩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

の

次
第
有
る
も
時
世
の
先
後
無
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
文
物
の

牧
集
作
業
に
絡
わ
り
が
な
い
以
上
、
當
然
、
現
存
す
る
文
物
を
「
時
世
の
先
後
」
に
よ
っ
て
配
列
す
べ
き
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
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な
「
先
後
」
は
、
新
し
く
牧
集
し
た
文
物
に
よ
っ
て
簡
軍
に
破
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
欧
陽
修
の
「
其
の
得
る
所
に
随
ひ
て
之
を
録
す
」
と
い
う

著
述
方
式
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
作
業
的
な
記
録
形
式
を
決
定
付
け
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
『
集
古
録
』
に
牧
録
さ
れ
る
金
石
文
字
は
、
「
以
謂
へ
ら
く
失
眞
を
輔
寓
し
、
故
に
其
の
石
本
軸
に
因
り
て
之
を
藏
す
」
、
つ
ま
り
、
そ
の

牧
録
さ
れ
た
も
の
の
大
部
分
は
直
接
鳴
し
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
眞
實
味
が
あ
り
信
用
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
集
古
録
』
は
千
㊨
以
上
も
あ
る
た
め
、
歴
史
的
経
験
か
ら
言
え
ば
、
「
聚
多
き
も
終
に
必
ず
散
ず
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
多
」
で
あ
る
か

ら
、
玉
石
混
交
す
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
そ
こ
で
欧
陽
修
は
「
乃
ち
其
の
大
要
を
撮
し
、
別
に
『
録
目
』
を
爲
り
、
因
り
て
井
せ
て
夫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
し

史
傳
に
與
し
て
其
の
闘
謬
を
正
す
べ
き
者
を
載
せ
て
、
以
て
後
學
に
傳
ふ
」
と
し
た
。
『
集
古
録
録
目
』
二
十
巻
は
、
主
に
「
碑
石
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

及

び
其
の
名
氏
歳
月
を
列
し
」
た
、
牧
録
し
た
古
代
分
物
の
簡
潔
な
著
録
で
あ
る
。
「
史
傳
に
與
し
て
其
の
闘
謬
を
正
す
べ
き
者
」
と
は
、

欧
陽
修
が
記
し
た
文
物
に
關
す
る
『
祓
尾
』
で
あ
る
。
十
巻
で
四
百
篇
ほ
ど
あ
り
、
欧
陽
修
に
よ
る
金
石
考
訂
の
功
績
が
集
中
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。

　
『
録
目
」
と
『
祓
尾
』
は
、
い
ず
れ
も
作
者
が
息
子
の
欧
陽
秦
の
協
力
に
よ
っ
て
最
終
的
に
編
集
し
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
欧
陽
秦
は

『
録
目
記
』
を
記
し
、
二
書
の
編
集
の
纏
緯
を
概
述
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
『
集
古
録
』
既
に
之
を
成
す
こ
と
八
年
に
し
て
、
家
君
秦
に
命
じ
て
曰
く
、
吾
前
世
の
埋
没
訣
落
の
文
を
集
録
す
る
は
、
猫
り
世
人
無

　
　
用
の
物
を
取
り
て
之
を
藏
す
る
者
に
し
て
、
豊
に
徒
だ
嗜
好
の
僻
を
出
し
て
以
て
耳
目
の
玩
と
爲
さ
ん
や
。
其
れ
得
る
所
と
爲
る
も
亦

　
　
た
已
に
多
し
。
故
に
嘗
て
其
の
説
を
序
し
て
之
を
刻
す
。
又
た
、
諸
巷
の
尾
に
祓
す
る
者
、
二
百
九
十
六
篇
、
序
の
所
謂
「
史
傳
に
與

　
　
し
て
其
の
闘
謬
を
正
す
べ
き
者
」
、
已
に
粗
ぼ
備
は
れ
り
。
其
の
大
要
を
撮
り
、
別
に
目
録
を
爲
る
が
若
き
は
、
則
ち
吾
未
だ
暇
あ
ら

　
　
ず
、
然
れ
ど
も
以
て
訣
き
て
備
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
也
。
…
…
是
に
於
て
各
お
の
其
の
書
撰
の
人
、
事
　
の
始
絡
、
立
つ
る
所
の
時
世

　
　
を
取
り
て
之
を
著
し
、
一
十
巷
と
爲
し
、
以
て
『
祓
尾
』
の
後
に
附
す
…
…
的
）
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こ
の
『
録
目
記
』
は
煕
寧
二
年
に
記
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
決
定
的
な
誤
り
が
二
箇
所
あ
る
。
↓
つ
目
は
、
欧
陽
修
の
『
祓
尾
』
は
四
百

篇
鹸
り
現
存
し
て
い
る
が
、
『
録
目
記
』
で
は
「
二
百
九
十
六
篇
」
と
述
べ
て
い
る
鮎
、
二
つ
目
は
、
『
録
目
』
は
二
十
巻
あ
る
が
、
『
録
目
記
』

で

は
コ
十
巻
」
と
述
べ
て
い
る
鮎
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
『
録
目
記
』
の
信
用
性
に
疑
い
を
抱
く
者
も
い
る
。
實
際
の
所
、
こ
れ
ら
は

恐

ら
く
刊
刻
の
誤
り
で
、
「
二
百
九
十
六
」
は
コ
ニ
百
九
十
六
」
、
コ
十
」
は
「
二
十
」
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
校
勘
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

コ
ニ
」
は
「
二
」
を
含
む
し
、
F
二
」
は
r
l
」
を
含
む
か
ら
、
非
常
に
誤
り
が
生
じ
や
す
い
。
こ
の
誤
り
に
は
書
窩
に
關
す
る
原
因
と
刊
刻
に
關
す

る
原
因
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
誤
り
か
ら
『
録
目
記
』
の
信
用
性
を
疑
う
の
は
根
握
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
『
祓
尾
』
は
、
歓
陽
修
が
金
石
や
そ
の
文
字
を
考
訂
す
る
上
で
創
始
し
た
特
有
の
形
式
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
訂
の
大
部
分
は
、
考
訂

さ
れ
る
金
石
や
そ
の
文
字
の
最
後
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
祓
尾
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
嚴
尾
の
文
章
は
、
通
常
あ
ま
り
長
く
な
い
。
そ

の

内
容
を
通
観
す
る
と
、
ほ
ぼ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
①
金
石
文
字
の
來
歴
を
説
明
し
、
原
器
の
所
在
地
や
出
土
地
黙
を
示
す
。

　
例
え
ば
g
e
　
l
　
r
毛
伯
敦
銘
」
の
駿
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右
毛
伯
古
敦
銘
。
嘉
祓
中
、
原
父
翰
林
侍
讃
學
士
を
以
て
出
で
て
永
興
軍
路
安
撫
使
と
爲
る
、
其
の
治
長
安
に
在
り
。
原
父
博
學

　
　
好
古
に

し
て
、
古
奇
の
器
物
を
藏
す
る
こ
と
多
く
、
能
く
古
文
の
銘
識
を
讃
み
、
其
の
人
の
事
蹟
を
考
知
す
。
而
も
長
安
は
秦
漢
の
故

　
　
都
に
し
て
、
時
時
に
護
掘
し
て
得
る
所
、
原
父
悉
く
購
ひ
て
之
を
藏
す
。
豫
の
方
に
古
文
を
集
録
す
る
を
以
て
、
故
に
毎
に
得
る
所

　
　
有
れ
ば
、
必
ず
其
の
銘
文
を
墓
し
て
見
を
以
て
遺
る
。
此
の
敦
原
父
其
の
蓋
を
扶
風
に
得
て
此
の
銘
有
り
…
…
％
）

　
原
父

と
は
劉
倣
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
も
宋
代
金
石
學
の
創
始
者
の
一
人
で
あ
り
、
『
先
秦
古
器
記
』
を
撰
し
て
、
自
身
が
所
藏
す
る
先
秦

の

古
器
十
一
種
を
牧
録
し
た
。
そ
の
型
を
描
き
、
文
を
模
寓
し
て
、
石
に
刊
刻
し
た
が
、
そ
の
影
響
は
欧
陽
修
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
「
祓

尾
」
は
、
毛
伯
敦
銘
が
そ
の
敦
の
蓋
に
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
蓋
を
劉
敵
が
扶
風
で
入
手
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
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ま
た
、
同
巷
「
終
南
古
敦
銘
」
の
祓
尾
に
は
、

　
　
右

終
南
古
敦
銘
。
大
理
評
事
の
蘇
拭
鳳
翔
府
到
官
と
爲
り
、
古
器
を
終
南
山
の
下
に
得
。
其
の
形
制
今
の
『
三
禮
圖
』
の
圭
旦
く
所

　
　
及
び

人
家
の
藏
す
る
所
の
古
敦
と
皆
な
同
じ
か
ら
ず
。
初
め
敦
爲
る
を
知
る
莫
き
也
。
蓋
し
其
の
銘
に
寳
尊
敦
の
文
有
り
て
、
逐
に
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　

て
敦
と
爲
す
の
み
。

と
記
さ
れ
、
銘
文
の
來
歴
や
器
物
の
入
手
場
所
を
詳
し
く
読
明
し
て
い
る
。

　
②
重
要
な
銘
文
は
原
文
を
書
き
寓
し
、
今
人
の
繹
文
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
牧
録
し
、
そ
の
鐸
文
に
相
違
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
記
す
。

　
『
蹟
尾
』
は
多
く
の
重
要
な
銘
文
を
書
き
寓
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
一
「
毛
伯
敦
銘
」
・
「
襲
伯
舞
銘
」
・
「
伯
庶
父
敦
銘
」
・
「
韓
城
鼎
銘
」

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
全
文
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
か
ら
、
今
人
の
鐸
文
を
記
し
、
稗
文
に
相
違
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
牧
録
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
韓
城
鼎
銘
」
の
『
祓
尾
』
に
は
、

　
　
右

原

甫
既
に
鼎
を
韓
城
に
得
、
鹸
に
遺
る
に
其
の
銘
を
以
て
す
。
而
し
て
太
常
博
士
の
揚
南
仲
能
く
古
文
纂
籍
を
讃
み
、
飴
の
爲

　
　
に

今
文
を
以
て
之
を
寓
す
も
、
其
の
疑
な
る
者
を
闘
く
。
原
甫
長
安
に
在
り
て
得
る
所
の
古
奇
器
物
藪
十
種
、
亦
た
自
ら
『
先
秦
古

　
　
器

記
』
を
爲
す
。
原
甫
博
學
に
し
て
、
通
ぜ
ざ
る
所
無
く
、
饒
の
爲
に
其
の
銘
を
鐸
す
る
に
今
文
を
以
て
す
る
も
、
南
仲
と
時
に
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
　
じ
か
ら
ざ
る
有
り
、
故
に
井
び
に
二
家
の
解
す
る
所
を
著
し
、
以
て
博
識
の
君
子
を
侯
つ
。
之
を
具
ふ
る
こ
と
左
の
如
し
o

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
聞
違
い
な
く
、
さ
ら
な
る
研
究
に
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
。
同
時
に
、
異
説
に
封
す
る
欧
陽
修
の
愼
重
な

態
度
が
表
れ

て

い
る
。

　
③
年
代
を
考
讃
し
、
眞
億
を
辮
讃
す
る
。

　
例
え

ば
、
巻
一
「
張
仲
器
銘
」
の
顕
尾
で
は
、
そ
の
器
を
入
手
し
た
経
過
を
叙
述
し
て
か
ら
、
「
『
詩
』
六
月
の
卒
章
に
日
く
、
『
侯
れ
誰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

か
在
る
。
張
仲
の
孝
友
あ
る
な
り
』
と
」
と
記
し
て
、
歓
陽
修
は
「
蓋
し
周
の
宣
王
の
時
の
人
也
o
今
を
距
つ
こ
と
實
に
千
九
百
蝕
年
な
り
…
…
」
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と
結
論
を
下
し
て
い
る
。

　
銘
文
や
石
刻
に

疑
問
が
あ
る
場
合
、
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
巷
一
の
「
石
鼓
文
」
を
例
に
撃
げ
れ
ば
、
欧
陽
修
は
そ
の
祓
尾
で
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
然
れ

ど
も
其
の
疑
ふ
べ
き
者
は
三
四
あ
り
。
今
世
の
有
る
所
の
漢
桓
雷
巫
の
時
の
碑
、
往
往
に
し
て
尚
ほ
在
り
て
、
其
の
今
を
距
つ
こ
と

　
　
未
だ
千
歳
に
及
ば
ず
、
大
書
深
刻
な
る
も
、
磨
滅
す
る
者
十
に
猶
ほ
八
九
あ
り
。
此
の
鼓
太
史
公
の
『
年
表
』
を
按
ず
る
に
、
宣
王

　
　
の
共
和
元
年
よ
り
今
の
嘉
祐
八
年
に
至
る
こ
と
、
實
に
千
有
九
百
一
十
四
年
、
鼓
文
細
に
し
て
刻
淺
け
れ
ば
、
理
と
し
て
豊
に
存
す

　
　
る
を
得
ん
や
。
此
れ
其
の
疑
ふ
べ
き
者
の
一
也
o
其
の
字
古
に
し
て
法
有
り
、
其
の
言
雅
・
頒
と
文
を
同
じ
く
し
て
、
詩
・
書
の
傳

　
　
ふ

る
所
の
外
、
三
代
文
章
、
眞
蹟
在
る
者
は
惟
だ
此
れ
の
み
。
然
れ
ど
も
漢
よ
り
已
來
、
博
古
好
奇
の
士
皆
な
略
し
て
道
は
ず
、
此
れ

　
　
其
の

疑
ふ

べ

き
者
の
二
也
。
惰
氏
の
藏
書
最
も
多
く
、
其
の
志
の
録
す
る
所
秦
始
皇
の
刻
石
・
婆
羅
門
外
國
書
皆
な
有
る
も
、
濁

　
　
り
石
鼓
無
し
、
近
き
を
遺
し
遠
を
録
す
、
宜
し
く
此
の
如
く
な
る
べ
か
ら
ず
、
此
れ
其
の
疑
ふ
べ
き
者
の
三
也
…
…
。
章
・
韓
の
二
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
　

何
に

握

り
て
知
り
、
文
宣
の
鼓
と
爲
す
を
知
ら
ざ
る
也
。

　

こ
う
し
た
疑
問
鮎
は
明
ら
か
に
道
理
に
合
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
欧
陽
修
は
最
終
的
に
は
章
雁
物
と
韓
愈
は
「
古
を
好
み
て
妄
な
ら
ざ
る

者
」
（
好
古
不
妄
者
）
だ
と
考
え
、
そ
の
た
め
「
姑
く
取
り
て
以
て
信
と
爲
す
の
み
」
（
姑
取
以
爲
信
爾
）
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
歓
陽
修

は
か
な
り
躊
躇
い
な
が
ら
も
、
取
り
敢
え
ず
章
雁
物
と
韓
愈
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

　
④
特
徴
を
詳
述
し
、
償
値
を
明
確
に
す
る
。

　
例
え

ば
、
巷
十
「
痙
鶴
銘
」
の
駿
尾
に
は
、
「
右
痙
鶴
銘
。
題
に
華
陽
眞
逸
撰
と
云
ふ
。
焦
山
の
足
に
刻
し
、
常
に
江
水
の
没
す
る
所
と

爲

り
、
事
を
好
む
者
水
落
の
時
に
伺
ひ
、
模
し
て
之
を
傳
ふ
も
、
往
往
に
し
て
只
だ
其
の
藪
字
を
得
て
、
「
鶴
壽
不
知
其
幾
」
と
云
ふ
の
み
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

世

其
の

得
難

き
を
以
て
、
尤
も
以
て
奇
と
爲
す
。
惟
だ
飴
の
得
る
所
の
六
百
飴
字
、
猫
り
多
と
爲
す
也
…
…
」
と
あ
る
。
歓
陽
修
が
所
藏
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す

る
「
痙
鶴
銘
」
は
六
百
字
以
上
あ
り
、
世
聞
1
般
の
「
只
だ
其
の
敷
字
を
得
」
と
い
う
字
藪
よ
り
か
な
り
多
い
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
彼
が
所

藏
す
る
「
痙
鶴
銘
」
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
債
値
の
あ
り
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
巻
四
F
面
貝
達
銘
」
の
祓
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右

魏
質
達
碑
。
魏
志
達
傳
に
云
ふ
、
「
達
緯
邑
の
長
と
爲
る
。
賊
の
郭
援
の
攻
む
所
と
爲
り
、
緯
人
援
と
達
を
害
せ
ざ
る
を
約
し
て

　
　
乃

ち
降
る
。
而
し
て
援
達
を
以
て
將
と
爲
さ
ん
と
欲
し
、
達
の
叩
頭
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
を
怒
り
、
之
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
緯
人
城
を
乗

　
　
し
呼
び
て
曰
く
、
要
に
負
き
我
が
賢
君
を
殺
せ
ば
、
寧
ろ
倶
に
死
せ
ん
。
援
之
を
義
と
し
、
逐
に
殺
さ
ず
」
と
。
又
た
按
ず
る
に
、

　
　
斐
松
之
注
引
魏
略
に
云
ふ
、
「
援
捕
へ
て
達
を
得
、
拝
を
肯
ん
ぜ
ざ
る
を
怒
り
、
之
を
斬
る
を
促
す
、
諸
將
囚
を
壼
關
の
土
害
中
に

　
　
覆
護
し
、
守
者
の
覗
公
道
其
の
械
を
鐸
き
て
之
を
逸
す
」
と
。
魏
志
と
同
じ
か
ら
ず
。
而
し
て
此
の
碑
「
但
だ
援
の
執
る
所
と
爲
り
、

　
　
臨
む
に
白
刀
を
以
て
す
る
も
、
屈
せ
ず
」
と
云
ふ
の
み
、
緯
人
の
援
と
約
せ
し
事
を
載
せ
ず
…
…
古
よ
り
碑
碍
は
功
徳
を
稻
述
し
、
常

　
　
に

過
實
を
患
ふ
、
達
と
緯
人
の
徳
義
倶
に
隆
す
る
が
如
き
は
、
碑
雁
に
略
し
て
著
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
頗
る
陳
壽
傳
を
作
る
に
奇
を

　
　
好
み

て

得
る
所
は
實
に
非
ざ
る
を
疑
ふ
也
。
松
之
又
た
魏
書
に
注
し
て
、
達
年
五
十
五
と
す
る
も
、
碑
に
五
十
有
四
と
云
ふ
、
亦
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
當
に
碑
を
以
て
正
と
爲
す
べ
し
。

　

こ
れ
は
、
「
頁
達
碑
」
の
考
史
の
債
値
を
強
調
し
て
い
る
。

　
⑤
存
疑
を
行
う
。

　
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
歓
陽
修
は
後
人
を
待
つ
と
明
確
に
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
巷
1
1
F
後
漢
老
子
銘
」
の
祓
尾
に

は
、
「
按
ず
る
に
、
桓
帝
本
紀
に
云
ふ
、
「
延
烹
八
年
正
月
、
中
常
侍
左
棺
之
を
苦
縣
に
遣
は
し
、
老
子
を
祠
ら
し
む
。
十
1
月
に
至
り
、
又

た
中
常
侍
管
覇
を
遣
は
し
之
を
祠
ら
し
む
」
と
。
而
る
に
此
の
碑
に
云
ふ
、
「
八
月
、
夢
に
老
子
に
見
え
て
之
を
祠
る
」
と
。
世
に
碑
銘
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

察
邑
の
作
と
言
ふ
も
、
今
邑
の
集
を
検
す
る
に
此
の
文
無
し
、
皆
な
知
る
べ
か
ら
ざ
る
也
」
と
あ
る
。
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ま
た
、
巷
四
「
魏
受
輝
碑
」
の
祓
尾
に
は
、
「
世
傳
へ
て
梁
鵠
の
書
と
爲
す
も
、
顔
眞
卿
又
た
以
て
鐘
懲
の
書
爲
と
爲
す
、
敦
れ
か
是

　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

な
る
を
知
る
莫
し
」
と
あ
り
、
疑
問
鮎
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
金
石
文
献
を
考
訂
・
著
録
す
る
「
祓
尾
」
と
い
う
特
殊
な
形
式
は
、
歓
陽
修
が
創
始
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
形
式
は
、
後
人
に
踏
襲
さ
れ
績
け
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
自
明
の
も
の
で
あ
る
。

　
欧

陽
修
の
『
集
古
録
』
と
『
録
目
』
、
特
に
『
集
古
録
駿
尾
』
は
、
金
石
文
献
を
著
録
・
考
訂
し
た
創
始
的
な
著
述
で
あ
り
、
金
石
學
の

創
立
・
嚢
展
の
基
礎
を
固
め
た
。

　
欧
陽
修
の
後
で
は
、
趙
明
誠
の
『
金
石
録
』
の
影
響
が
比
較
的
大
き
い
。
趙
明
誠
は
、
字
を
徳
父
と
い
い
、
密
州
諸
城
（
現
在
の
山
東
省

諸
城
）
の
人
で
あ
る
。
彼
は
「
饒
少
小
よ
り
、
喜
び
て
當
世
の
學
士
大
夫
に
從
ひ
前
代
の
金
石
刻
詞
を
訪
問
し
、
以
て
異
聞
を
廣
む
。
後
に

欧
陽
文
忠
公
『
集
古
録
』
を
得
、
讃
み
て
之
を
賢
と
し
、
以
爲
へ
ら
く
「
託
謬
を
是
正
し
、
功
後
學
に
有
る
こ
と
甚
だ
大
な
り
。
惜
む
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

く
は
其
れ
筒
ほ
漏
落
有
り
、
又
た
歳
月
先
後
の
次
無
し
」
と
o
廣
め
て
書
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ん
と
思
ひ
、
以
て
學
者
に
傳
ふ
」
と
述
べ
て

い

る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
二
鮎
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
趙
明
誠
は
欧
陽
修
の
『
集
古
録
』
に
敬
服
し
、
そ
の
書
は
「
功
後
學

に

有

る
こ
と
甚
だ
大
な
り
」
と
考
え
て
い
る
鮎
。
第
二
に
、
趙
明
誠
は
欧
氏
の
書
に
も
や
は
り
不
足
と
鉄
鮎
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
、
r
廣
め

て
書
を
成
さ
ん
と
欲
せ
ん
と
思
ひ
」
、
そ
う
し
て
『
金
石
録
』
を
撰
述
し
た
鮎
で
あ
る
。

　
『
金
石
録
』
三
十
巷
は
、
欧
陽
修
の
『
集
古
録
目
』
と
祓
尾
の
二
つ
の
形
式
を
用
い
て
お
り
、
前
の
十
巻
は
目
録
で
、
後
の
二
十
巻
は
駿

尾
で

あ
る
。
た
だ
し
、
趙
明
誠
は
た
だ
前
人
を
受
け
纏
い
だ
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
稻
賛
す
べ
き
こ
と
に
、
先
人
の
著
述
の
不
十
分
な
鮎
を

改
善
し
て
い
る
。
前
述
し
た
通
り
、
欧
陽
修
『
集
古
録
』
は
文
物
を
牧
集
す
る
た
び
に
記
録
し
て
お
り
、
書
物
全
題
に
は
巷
峡
の
順
序
が
あ

る
だ
け
で
時
代
の
前
後
は
な
い
。
趙
明
誠
『
金
石
録
』
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
作
業
的
記
録
を
改
め
、
敗
録
文
物
を
時
代
の
前
後
に
從
っ
て
配

列

し
て
い
る
。
『
金
石
録
』
前
牟
の
十
巷
『
目
録
』
を
例
に
畢
げ
れ
ば
、
巷
一
は
三
代
・
秦
・
漢
、
巻
二
は
漢
・
魏
・
呉
．
菅
．
億
漢
．
億

（148）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　

趙
・
東
魏
・
梁
、
巻
三
は
後
魏
・
梁
・
北
齊
・
後
周
・
惰
・
唐
、
巷
四
か
ら
巻
九
は
全
て
唐
、
巷
十
は
唐
・
五
代
・
宋
と
な
っ
て
お
り
、
時

代
の
順
序
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
『
金
石
録
』
の
目
録
部
分
は
、
書
物
全
膿
に
著
録
し
て
い
る
金
石
文
獣
、
r
第
一
古
器
物
銘
こ

か

ら
「
第
二
千
日
本
國
話
」
ま
で
に
番
號
を
つ
け
て
い
る
。
そ
の
著
録
書
式
は
、
基
本
的
に
二
　
番
號
」
、
F
二
文
物
の
名
構
」
、
コ
ニ
年
月
」

と
い
う
形
式
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巷
一
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
第
五
十
　
　
　
漢
鱗
鳳
賛
井
記
　
　
　
永
建
元
年
七
月

　
　
第
五
十
一
　
　
漢
國
三
老
衰
君
碑
　
　
永
建
六
年
二
月

　
文
物
の
時
代
の
順
序
を
追
究
す
る
こ
の
よ
う
な
著
録
方
式
は
、
聞
違
い
な
く
『
金
石
録
』
の
學
術
性
を
高
あ
て
い
る
。
實
用
的
な
方
面
か

ら
言
え
ば
、
検
索
に
便
利
で
あ
り
、
か
な
り
優
れ
た
著
録
方
式
で
あ
る
。

　
『
金
石
録
』
後
宇
の
二
十
巻
は
、
五
百
二
篇
の
版
尾
で
あ
る
。
こ
う
し
た
践
尾
の
基
本
様
式
は
、
欧
陽
修
『
集
古
録
祓
尾
』
と
ほ
ぼ
同
じ

で

あ
る
。
た
だ
、
趙
明
誠
が
著
録
す
る
前
に
、
す
で
に
『
集
古
録
』
や
『
考
古
圓
』
と
い
っ
た
金
石
關
連
の
著
述
が
あ
る
た
め
、
趙
明
誠
の

祓
尾
に

は
、
前
人
の
著
述
、
特
に
欧
陽
修
の
著
述
に
反
論
す
る
内
容
が
多
い
。
例
え
ば
、
『
金
石
録
』
巻
十
一
の
「
竃
銘
」
（
注
　
歓
陽
修

『
集
古
録
蹟
尾
』
巻
一
の
「
張
仲
器
銘
」
）
の
趙
氏
の
祓
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右

笛
銘
。
本
両
器
に
し
て
、
底
・
蓋
に
皆
な
銘
有
り
、
文
悉
く
同
じ
。
其
の
一
は
原
父
以
て
欧
陽
公
に
遺
る
。
案
ず
る
に
『
集
古

　
　
録
』
は
中
の
上
の
1
字
を
以
て
張
字
と
爲
し
、
『
詩
』
六
月
篇
の
「
侯
誰
在
　
、
張
仲
孝
友
」
を
引
き
て
、
曰
く
、
F
此
れ
周
の
宣
王
の

　
　
時
の
張
仲
器
也
」
と
。
呂
大
臨
『
考
古
圖
』
は
「
偏
傍
を
以
て
之
を
推
し
、
其
の
字
巨
に
從
ふ
も
長
に
從
は
ず
、
隷
字
を
以
て
之
を

　
　
稗

し
、
當
に
亜
と
爲
す
べ
し
」
と
。
拒
字
玉
篇
に
見
ゆ
る
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
古
文
と
隷
書
と
は
合
せ
ざ
る
こ
と
多
く
、
未
だ
果
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　

　
　
て
是
否
を
知
ら
ず
。

　
こ
こ
で
は
、
趙
明
誠
は
、
そ
の
銘
文
の
一
字
に
封
す
る
呂
大
臨
の
異
説
を
引
用
し
て
、
欧
陽
修
の
判
断
に
疑
問
を
登
し
て
い
る
。
趙
氏
は
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問
題
を
提
出
し
た
だ
け
で
、
肯
定
か
否
定
か
答
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
意
義
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
春
十
四
「
漢
敦
煙
長
史
武
斑
碑
」
の
祓
尾
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
右

漢
敦
煙
長
史
武
斑
碑
。
歓
陽
公
『
集
古
録
』
に
云
ふ
、
「
漢
斑
碑
、
蓋
其
の
字
董
残
滅
し
、
復
た
文
を
成
さ
ず
、
其
の
氏
族
・
官

　
　
閥
・
卒
葬
皆
な
見
る
べ
か
ら
ず
、
其
の
見
る
べ
き
者
は
君
の
諄
の
斑
の
み
」
と
o
今
鯨
家
の
藏
す
る
所
の
本
を
以
て
之
を
考
ふ
る
に
、

　
　
文
字
漫
滅
す
る
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
猶
ほ
歴
歴
と
し
て
耕
ず
べ
し
。
其
の
額
題
に
云
ふ
、
「
漢
の
故
敦
煙
長
史
武
君
の
碑
」
と
。
其
の

　
　
姓

武
に

し
て
官
は
敦
煙
長
史
爲
る
を
知
る
也
。
碑
に
云
ふ
、
「
君
謹
は
斑
、
字
は
宣
張
。
昔
股
王
武
丁
、
克
く
鬼
方
を
伐
ち
、
元
功

　
　
章
柄
に

し
て
、
動
は
王
府
に
藏
さ
れ
、
官
族
析
分
し
、
因
り
て
以
て
氏
と
爲
す
」
と
o
其
の
名
字
と
氏
族
の
出
つ
る
所
を
知
る
也
。
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

　
　
た

云

ふ
、
「
永
嘉
元
年
卒
す
」
と
。
其
の
卒
の
年
月
を
知
る
也
。

　
趙
明
誠
が
所
藏

す
る
こ
の
碑
の
拓
本
は
、
明
ら
か
に
歓
陽
修
所
藏
の
拓
本
よ
り
も
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歓
陽
修
が

r見
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
た
も
の
に
つ
い
て
、
趙
氏
の
藏
本
で
は
漫
滅
し
て
い
た
が
、
ほ
ぼ
「
歴
歴
と
し
て
辮
ず
べ
し
」
だ
っ
た
の
で
、
歓
陽

修
の
不
適
切
な
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。

　
趙
明
誠
は
金
石
文
物
を
利
用
し
て
古
籍
の
記
載
の
誤
り
や
是
非
を
考
訂
す
る
こ
と
に
秀
で
て
い
る
。
例
え
ば
、
巻
十
1
1
1
　
r
爵
銘
」
の
祓
尾

に

は
、
「
右
爵
銘
。
大
観
中
、
灘
の
昌
樂
丹
水
岸
坦
に
、
此
の
爵
及
び
一
触
を
得
。
案
ず
る
に
『
考
工
記
』
に
、
「
爵
は
、
一
升
。
触
は
、

三
升
。
献
ず
る
に
爵
を
以
て
し
て
酬
す
る
に
触
を
以
て
し
、
一
献
に
し
て
三
酬
す
れ
ば
、
則
ち
一
豆
な
り
」
と
。
而
れ
ど
も
漢
儒
皆
な
以

爲
へ
ら
く
「
爵
は
一
升
、
瓠
は
二
升
」
と
。
今
此
の
二
器
同
じ
く
出
で
、
触
を
以
て
之
を
量
る
に
、
三
爵
を
容
る
る
に
適
ひ
、
『
考
工
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

と
合
す
。
此
を
以
て
古
器
濁
り
翫
好
爲
る
の
み
な
ら
ず
、
又
た
以
て
経
義
の
疑
を
決
す
べ
き
を
知
る
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
趙
明
誠

は
實
物
を
用
い
て
検
讃
を
行
い
、
『
考
工
記
』
の
記
載
が
正
し
く
、
漢
儒
の
見
解
が
聞
違
っ
て
い
る
こ
と
を
讃
明
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
巷
二
十
五
「
唐
楮
亮
碑
」
の
祓
尾
に
は
、
「
右
唐
楮
亮
碑
。
『
唐
書
』
に
云
ふ
、
「
亮
、
杭
州
銭
塘
の
人
な
り
」
と
。
而
れ
ど
も
碑
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に

云

ふ
、
「
晋
南
遷
し
て
、
丹
陽
に
家
す
」
と
o
按
ず
る
に
『
元
和
姓
纂
』
自
ら
銭
唐
楮
氏
有
る
も
、
亮
の
族
系
と
同
じ
か
ら
ず
。
唐
史
蓋

　
　
　
　
　
　
お
　

し
之
を
失
す
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
金
石
を
用
い
て
古
籍
の
記
載
の
誤
り
を
讃
明
す
る
と
い
う
祓
尾
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
こ
れ
は

『
金
石
録
』
の
特
徴
の
一
つ
と
言
え
る
。

　
『
金
石
録
』
の
祓
尾
は
、
引
語
が
豊
富
で
、
古
籍
の
引
用
文
を
大
量
に
保
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
引
用
文
は
、
今
日
に
お
い
て
、
少
な

v
と
も
次
の
二
鮎
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
。
第
一
に
、
引
用
書
が
散
逸
し
た
場
合
、
そ
の
引
用
文
は
輯
逸
に
お
い
て
債
値
を
持
つ
。
例
え
ば
、

『
元
和
姓
纂
』
藪
十
條
の
引
用
に
は
、
こ
の
よ
う
な
債
値
が
あ
る
。
第
二
に
、
引
用
書
が
今
日
も
流
傳
す
る
場
合
、
そ
の
引
用
文
は
校
勘
に

お

い

て
債
値
を
持
つ
。
例
え
ば
、
巻
十
四
F
漢
國
三
老
蓑
君
碑
」
は
、
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
の
「
蓑
生
の
玄
孫
幹
貴
郷
侯
に
封
ぜ
ら
る
。

八
世
孫
の
良
、
二
子
あ
り
、
昌
・
璋
な
り
。
昌
は
成
武
令
に
し
て
、
安
を
生
む
。
璋
は
湧
を
生
む
」
（
蓑
生
玄
孫
幹
封
貴
郷
侯
。
八
世
孫
良
、

二
子
、
昌
．
璋
。
昌
成
武
令
、
生
安
。
璋
生
湧
）
を
引
用
し
て
い
る
。
中
華
書
局
鮎
校
本
の
『
新
唐
書
』
巻
七
十
四
下
宰
相
世
系
四
下
蓑

氏
世
系
表
に
は
、
「
九
世
孫
の
蓑
生
玄
を
生
む
。
孫
の
幹
、
貴
郷
侯
に
封
ぜ
ら
る
…
…
」
（
九
世
孫
蓑
生
生
玄
。
孫
幹
、
封
貴
郷
侯
…
…
）

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
趙
明
誠
が
引
用
し
た
『
新
唐
書
』
宰
相
世
系
表
で
は
、
蓑
幹
は
衰
生
の
玄
孫
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
黙
校
本
は
勝
手
に

「
衰
玄
」
を
作
り
、
し
か
も
蓑
幹
を
蓑
生
の
孫
と
述
べ
て
お
り
、
史
實
と
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
趙
明
誠
は
祓
尾
で
「
碑
に
云
ふ
、
「
幹

は
、
蓑
生
の
曾
孫
な
り
」
と
。
而
れ
ど
も
唐
史
は
以
て
玄
孫
と
爲
す
」
（
碑
云
、
幹
、
蓑
生
之
曾
孫
。
而
唐
史
以
爲
玄
孫
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
趙
氏
が
目
に
し
た
『
新
唐
書
』
の
「
衰
生
」
の
下
に
は
、
ま
だ
「
生
」
と
い
う
術
字
が
な
い
こ
と
、
「
碑
」
と
比
べ
る
と
、
「
玄
孫
」
・

F曾
孫
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
相
違
は
ま
だ
大
き
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
依
然
と
し
て
誤
り
の
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

ら
は
、
い
ず
れ
も
『
金
石
録
』
の
債
値
の
所
在
を
示
し
て
い
る
。

　
『
金
石
録
』
は
、
趙
明
誠
の
死
後
、
妻
の
李
清
照
が
最
終
的
に
整
理
し
て
完
成
し
た
。
李
清
照
が
記
し
た
『
金
石
録
』
後
序
を
見
る
と
、

『
金
石
録
』
が
紹
興
1
1
　
（
1
1
　
1
1
1
1
　
1
）
年
八
月
に
完
成
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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金
石
著
録
の
分
野
で
取
り
上
げ
る
債
値
が
あ
る
の
は
、
鄭
樵
『
通
志
』
二
十
略
の
中
の
F
金
石
略
」
で
あ
る
。
『
通
志
』
と
は
通
史
で
あ

り
、
そ
の
「
略
」
は
史
書
の
中
の
F
志
」
に
相
當
す
る
。
鄭
樵
は
、
「
今
の
方
冊
の
傳
ふ
る
所
の
者
、
已
に
敷
千
萬
傳
を
経
る
の
後
に
し
て
、
其

の

親

承
の
道
を
去
る
こ
と
遠
し
。
惟
だ
金
石
有
り
、
不
朽
を
垂
る
所
以
に
し
て
、
今
列
し
て
略
を
爲
る
。
式
謄
の
道
猶
ほ
存
す
る
に
庶
幾

　
　
　
　
ね
　

か

ら
ん
」
と
考
え
て
い
る
。
鄭
樵
の
著
録
は
比
較
的
簡
軍
で
、
吉
金
に
つ
い
て
名
を
記
す
だ
け
で
、
銘
文
に
つ
い
て
は
鰯
れ
ず
、
た
だ
最

後
に
「
右
三
代
の
款
識
博
古
圖
等
に
見
ゆ
」
（
右
三
代
之
款
識
見
於
博
古
圖
等
）
と
い
う
一
句
で
ま
と
め
て
い
る
。
鄭
樵
「
金
石
略
」
は
、

碑
碍

を
時
代
順
に
、
秦
・
漢
・
三
國
な
ど
と
分
け
、
簡
軍
に
説
明
を
加
え
、
碑
の
場
所
や
時
代
な
ど
を
記
載
し
て
い
る
。
現
代
の
朱
剣
心
氏

は
そ
の
著
作
『
金
石
學
』
の
「
通
論
」
で
、
「
金
石
略
」
を
批
到
し
、
r
鄭
樵
著
『
通
志
』
金
石
略
は
、
目
の
み
を
著
録
し
、
祓
が
な
い
。
し

か

も
、
著
録
さ
れ
て
い
る
鐘
鼎
や
碑
碍
は
、
『
考
古
』
・
『
博
古
』
の
二
圖
、
『
集
古
』
・
『
金
石
』
の
二
録
を
用
い
て
調
べ
る
と
、
七
、
八
割
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

落
し
て
い
る
。
ま
だ
精
博
で
は
な
い
と
言
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
鄭
樵
が
「
金
石
略
」
を
創
設
し
た
意
義
は
、
そ
れ
自
膿
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ニ
ニ

精
博

さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
金
石
學
の
創
始
に
あ
る
。
鄭
樵
に
よ
る
十
分
な
重
硯
は
、
彼
の
遠
見
卓
識
を
酷
現
し
て
い
る
。
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11
’
　
M
考
古
圖
』
・
『
博
古
圖
』
な
ど

　
呂
大
臨
『
考
古
圖
』
十
巻
と
王
齢
『
宣
和
博
古
圖
』
三
十
巻
は
、
宋
の
金
石
研
究
に
お
い
て
、
圖
形
と
銘
文
を
重
覗
し
た
一
派
の
う
ち
、

か

な
り
の
影
響
力
が
あ
っ
た
書
物
で
あ
る
。

　
『
考
古
圖
』
は
、
北
宋
の
哲
宗
の
元
砧
七
（
1
0
九
二
）
年
、
「
紀
す
所
御
府
よ
り
外
、
凡
そ
三
十
六
家
の
藏
す
る
所
の
古
器
物
」
で
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

の

う
ち
の
古
銅
器
二
百
十
一
件
、
玉
器
十
三
件
は
、
「
皆
な
圖
し
て
之
を
録
す
」
と
い
う
。

　
『
考
古
圖
』
は
、
各
古
器
を
著
録
す
る
と
き
、
以
下
の
書
式
に
し
た
が
っ
て
い
る
。



　
①

ま
ず
、
器
物
名
、
牧
藏
者
の
姓
氏
、
そ
の
器
物
の
異
稻
を
記
す
。
例
え
ば
、
巻
一
「
晋
姜
鼎
」
の
下
に
は
「
集
古
は
臨
校
劉
氏
韓
城
鼎

に

作

る
」
（
集
古
作
臨
校
劉
氏
韓
城
鼎
）
と
い
う
注
繹
が
あ
る
。

　
②
器
物
の
圖
は
、
紋
様
を
は
っ
き
り
と
、
細
工
を
細
か
く
描
く
。

　
③
原
銘
文
を
模
冥
し
、
原
銘
文
の
異
本
を
模
鴬
し
、
一
緒
に
牧
録
す
る
。
上
述
し
た
「
晋
姜
鼎
」
の
銘
文
に
は
、
さ
ら
に
『
集
古
録
』
が

も
と
も
と
模
寓
し
た
銘
文
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　
④
原
銘
文
の
鐸
文
を
行
う
。
通
常
、
原
銘
文
を
上
に
記
し
、
繹
文
を
下
に
記
す
。
繹
文
に
異
説
が
あ
る
場
合
、
全
て
記
録
す
る
。
例
え
ば
、

「
晋
姜
鼎
」
の
銘
文
の
繹
文
は
、
「
劉
原
父
鐸
」
と
「
太
常
博
士
豫
章
楊
南
仲
鐸
」
の
二
つ
の
鐸
文
を
記
し
て
い
る
。

　
⑤
器
物
に
つ
い
て
線
合
的
に
説
明
し
、
器
物
の
來
歴
と
原
器
の
尺
寸
の
大
小
な
ど
を
説
明
す
る
。
上
述
し
た
「
巫
日
姜
鼎
」
に
つ
い
て
、

r右
韓
城
に
得
。
径
尺
七
寸
四
分
有
り
、
高
尺
二
寸
宇
有
り
、
深
さ
は
七
寸
六
分
、
容
は
四
斗
二
升
、
銘
は
百
有
二
十
＝
子
」
（
右
得
於

韓
城
。
径
尺
有
七
寸
四
分
、
高
尺
有
二
寸
牟
、
深
七
寸
六
分
、
容
四
斗
二
升
、
銘
百
有
二
十
一
字
）
と
い
う
総
合
的
な
説
明
が
あ
る
。

　
⑥
説

明
し
て
か
ら
按
語
を
加
え
る
場
合
も
あ
る
。
器
物
を
考
讃
し
た
り
、
ほ
か
の
説
明
を
加
え
た
り
す
る
。
例
え
ば
、
巻
二
「
庚
甑
」
に

は
、
「
右
京
師
に
得
。
高
さ
は
六
寸
有
宇
、
深
さ
は
五
寸
、
径
は
五
寸
、
容
は
二
升
一
合
、
銘
は
六
字
」
（
右
得
於
京
師
。
高
六
寸
有
宇
、

深
五
寸
、
径
五
寸
、
容
二
升
一
合
、
銘
六
字
）
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
按
ず
る
に
古
甑
は
皆
な
下
隔
に
連
な
る
も
、
此
の
器
殊

に

小
に
し
て
、
未
だ
用
ふ
る
所
を
知
ら
ず
、
銘
文
惟
だ
辮
字
の
み
に
し
て
、
除
訓
繹
す
べ
か
ら
ず
」
（
按
古
甑
皆
下
連
扇
、
此
器
殊
小
、
未

知
所
用
、
銘
文
惟
辮
字
、
饒
不
可
訓
鐸
）
と
い
う
按
語
が
あ
る
。

　
呂
大
臨
に
よ
る
器
物
の
著
録
は
、
き
わ
A
て
謹
嚴
で
あ
る
。
器
物
の
入
手
場
所
・
尺
寸
、
さ
ら
に
は
圓
面
に
つ
い
て
、
あ
れ
ば
著
録
し
、

な

け
れ
ば
訣
如
を
記
す
。
例
え
ば
、
巻
二
「
四
星
昂
」
は
、
「
右
從
得
す
る
所
を
知
ら
ず
」
（
右
不
知
所
從
得
）
と
明
記
し
て
い
る
。
ま
た
、

同
巻
の
「
園
甑
」
に
は
、
「
右
從
得
す
る
所
及
び
度
量
皆
な
未
だ
孜
せ
ず
、
銘
識
無
し
」
（
右
所
從
得
及
度
量
皆
未
孜
、
無
銘
識
）
と
あ
る
。
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巻
1
1
の
　
r
叔
股
穀
扇
」
に
は
、
「
様
闘
」
と
あ
り
、
圖
が
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
編
著
者
の
謹
嚴
か
つ
眞
剣
な
態
度
を
表
し
て
い
る
。
『
四
庫
線

目
』
は
、
『
考
古
圖
』
は
「
禮
例
謹
嚴
に
し
て
、
疑
有
れ
ば
則
ち
闘
く
」
（
膿
例
謹
嚴
、
有
疑
則
闘
）
と
記
し
、
ま
た
、
胡
安
國
が
『
春
秋
』

の

r成
周
宣
樹
火
」
に
注
繹
を
付
け
る
際
、
『
考
古
圖
』
の
「
邦
敦
」
を
引
用
し
て
経
文
の
解
鐸
し
て
い
る
こ
と
を
例
と
し
て
引
用
し
て
、

『
考
古
昼
』
は
「
其
の
説
の
握
る
べ
し
」
（
其
読
之
可
握
）
と
稻
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
適
切
な
評
債
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
、
『
考
古
圖
』
と
關
連
し
て
い
る
二
書
に
鰯
れ
て
お
こ
う
。
一
つ
は
、
無
名
氏
の
『
績
考
古
圖
』
五
巷
、
も
う
1
つ
は
『
考
古

圖
鐸
文
』
一
巷
で
あ
る
。

　
『
績
考
古
圖
』
は
、
古
器
物
百
鮎
を
牧
録
し
て
い
る
。
そ
の
形
式
は
、
ほ
ぼ
『
考
古
圖
』
に
倣
い
、
名
稻
・
器
物
の
圖
・
銘
文
と
文
字
の

5
明
が
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
を
封
比
す
る
と
、
後
者
は
前
者
に
及
ば
な
い
。
そ
れ
は
圭
に
次
の
数
慧
に
表
れ
て
い
る
。
①
『
考
古
圖
』
は
、

ま
ず
、
器
物
名
と
牧
藏
者
の
姓
氏
を
記
す
。
し
か
し
、
『
績
考
古
圖
』
は
器
物
名
の
み
記
し
、
牧
藏
者
の
姓
氏
を
記
し
て
い
な
い
。
②
『
考

古
圓
』
は
原
銘
文
を
模
窺
し
て
繹
文
を
作
る
。
し
か
し
、
『
績
考
古
圖
』
に
は
鐸
文
が
な
い
。
特
筆
す
べ
き
鮎
は
、
『
績
考
古
圖
』
の
禮
裁
は

未
熟

で
、
明
ら
か
に
随
意
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
名
稻
が
訣
け
て
い
る
器
物
や
、
も
と
も
と
銘
文
が
あ
る
の
に
模
寓
さ
れ
て
い
な
い
器
物

も
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
二
の
「
瓦
鼎
」
と
「
熊
足
藥
」
の
聞
に
は
、
三
足
鼎
が
l
つ
牧
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
名
稻
は
記
さ
れ
ず
、
そ
の

説
明
に
は
、
そ
の
鼎
は
「
李
元
君
（
宰
）
の
得
る
所
に
し
て
二
字
を
内
纂
口
に
刻
す
」
（
李
元
君
（
宰
）
所
得
刻
二
字
於
内
纂
口
）
と
あ
る

が
、
そ
の
文
章
の
模
寓
は
な
い
。
こ
れ
は
『
績
考
古
圖
』
が
適
當
に
作
ら
れ
た
こ
と
を
讃
明
し
て
お
り
、
『
考
古
圖
』
と
同
列
に
論
じ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
『
考
古
圖
鐸
文
』
一
巻
は
、
『
廣
韻
』
の
四
聲
に
從
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
。
『
考
古
圖
」
の
文
字
、
お
よ
び
同
l
文
字
の
異
な
る
書
き
方

を
1
つ
1
つ
書
き
出
し
、
ど
の
書
き
方
が
ど
の
器
物
に
見
え
る
か
明
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
部
の
「
文
」
と
い
う
字
に
つ
い
て
、
r
孔

文
父
鼎
」
．
「
晋
鼎
」
．
コ
商
癸
舞
」
「
師
除
舞
」
の
四
つ
の
異
な
る
書
き
方
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
繹
文
の
形
式
は
、
「
凡
そ
説
文
と
同
じ
き
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者

は
、
訓
す
る
に
隷
字
を
以
て
し
、
反
切
を
加
ふ
る
に
及
ぶ
。
其
の
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
略
す
る
に
類
例
を
以
て
し
て
文
義
は
下
に
解
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

從
ふ

所
の
部
居
り
て
別
つ
べ
く
も
音
讃
に
傳
無
き
者
は
、
各
お
の
部
す
る
所
に
随
ひ
て
之
を
牧
め
、
以
て
考
語
を
備
ふ
」
と
い
う
。
こ
れ

は
、
中
國
の
金
石
文
字
に
關
す
る
最
初
の
工
具
書
で
あ
る
。
『
考
古
圖
繹
文
』
の
作
者
は
、
一
般
的
に
呂
大
臨
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
翁

方
綱
が
張
九
成
で
あ
る
こ
と
を
讃
明
し
て
い
る
。
翁
方
綱
の
説
は
正
し
い
た
あ
、
こ
こ
で
は
贅
言
し
な
い
。

　
『
宣
和
博
古
圖
』
は
、
正
式
名
稻
を
『
重
修
宣
和
博
古
圖
」
と
い
う
。
察
條
は
、
『
鐵
園
山
叢
談
』
巻
四
で
、
「
元
豊
の
後
、
又
た
文
士
李

公
麟
者

な
る
有
り
て
出
づ
。
公
麟
、
字
は
伯
時
、
實
に
書
を
善
く
し
、
性
は
古
を
希
め
ば
、
則
ち
又
た
卒
生
の
得
る
所
壁
び
其
の
聞
賭
す
る

者

を
取
り
て
、
圖
状
を
作
爲
し
、
其
の
所
以
を
説
き
て
、
之
に
名
づ
け
て
考
古
圓
と
日
ふ
…
…
大
観
の
初
め
に
及
び
、
乃
ち
公
麟
の
考
古
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

傲

ひ
、
宣
和
殿
博
古
圖
を
作
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
重
修
」
と
柄
さ
れ
て
い
る
。
『
博
古
圖
』
三
十
巻
は
、
二
十
類
に
分
か

れ
、
北
宋
の
大
内
宣
和
殿
牧
藏
の
古
器
物
八
百
三
十
九
鮎
を
牧
録
し
て
い
る
。
各
類
に
線
説
が
あ
り
、
各
器
物
に
圖
が
あ
る
。
大
陛
に
お
い

て

そ
の
銘
文
を
模
寓
し
、
さ
ら
に
鐸
文
と
説
明
が
あ
る
。
説
明
の
目
的
は
、
原
器
物
の
尺
寸
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
り
、
更
に
考
訂
も
行
っ
て

い

る
。
例
え
ば
、
巻
十
の
r
周
樂
司
徒
由
」
に
は
、
「
右
高
さ
九
寸
、
深
さ
八
寸
九
分
、
□
径
長
さ
三
寸
八
分
、
闊
さ
三
寸
八
分
、
腹
径
長

さ
七
寸
五
分
、
闊
さ
六
寸
、
容
は
七
升
八
合
、
重
さ
五
斤
有
孚
、
銘
は
二
十
有
二
字
」
と
い
う
説
明
が
あ
り
、
「
樂
司
徒
由
」
の
主
な
尺
寸
．

容
量
を
ほ
ぼ
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
績
け
て
考
訂
を
行
い
、
「
『
周
官
』
に
天
地
四
時
の
職
有
り
、
是
を
六
卿
と
爲
す
。
惟
だ
大
司
徒
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

に

地
事

を
掌
り
、
樂
大
司
徒
と
日
ふ
。
則
ち
樂
は
姓
氏
也
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
根
握
が
あ
る
と
言
え
る
。
考
諸
し
た
器
物

が
か

な
り
多
く
、
し
か
も
多
く
の
人
の
手
か
ら
成
る
た
め
、
考
訂
に
手
落
ち
が
あ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
す
で
に
南
宋
の
と
き
、
洪
遭
が

そ

の

著
作

『
容
齋
随
筆
』
㊨
十
四
『
博
古
圖
』
條
に
お
い
て
、
「
父
癸
由
の
銘
に
爵
方
父
癸
と
日
ふ
。
則
ち
之
が
爲
に
説
き
て
日
く
、
周
の

君
臣
、
其
れ
癸
號
有
る
者
は
、
惟
だ
齊
の
四
世
に
癸
公
有
り
、
癸
公
の
子
は
哀
公
と
日
ふ
。
然
ら
ば
則
ち
是
の
器
を
作
る
や
、
其
れ
哀
公
の

時
に
在
ら
ん
か
。
故
に
銘
に
父
癸
と
日
ふ
者
は
此
れ
也
」
と
記
し
、
績
け
て
洪
遭
は
「
夫
れ
十
干
を
以
て
號
と
爲
す
、
父
甲
．
父
丁
．
父
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癸

と
稻
す
る
の
類
に
及
び
て
は
、
夏
商
皆
な
然
り
、
編
圖
者
固
よ
り
之
を
知
る
。
掲
り
此
の
器
に
於
い
て
表
し
て
周
の
物
と
爲
し
、
且
つ
以

て
癸
公
の

子

と
爲
し
其
の
父
と
稻
す
は
、
其
れ
笑
ふ
べ
き
の
一
也
」
と
反
駁
し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
『
博
古
圖
』
の
考
訂
の
手
落
ち
で

あ
る
。
『
博
古
圖
』
は
歴
史
の
基
本
的
知
識
に
背
き
、
牽
強
付
會
の
泥
沼
に
陥
っ
て
い
る
。

　
『
博
古
圖
』
の
考
訂
に
は
、
ほ
か
に
も
矛
盾
す
る
部
分
が
あ
る
。
洪
適
は
、
「
周
義
母
匝
の
銘
に
仲
姑
義
母
作
と
日
ふ
。
則
ち
之
が
爲
に
説

き
て
曰
く
、
「
巫
日
の
文
公
の
杜
祁
偏
姑
に
譲
り
て
己
之
に
次
す
、
趙
孟
云
ふ
、
「
母
子
の
貴
き
を
義
と
す
」
と
、
正
に
杜
祁
と
謂
へ
ば
、
則

ち
所
謂
仲
桔
と
は
、
自
ら
の
名
也
。
義
母
と
は
、
裏
公
杜
祁
を
謂
ふ
也
」
と
」
と
述
べ
て
い
る
。
績
け
て
洪
適
は
「
夫
れ
周
世
姑
姓
の
女

多
し
、
安
ん
ぞ
此
れ
偏
姑
爲
る
を
知
ら
ん
。
杜
祁
は
但
だ
之
に
譲
り
て
上
に
在
り
。
豊
に
便
ち
母
爲
る
べ
け
ん
や
。
既
に
仲
姑
は
自
の
名
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

り
と
言
ひ
、
又
た
以
て
裏
公
の
杜
祁
の
爲
に
作
る
所
と
爲
す
。
然
ら
ば
則
ち
誰
の
物
爲
る
か
」
と
例
を
畢
げ
て
述
べ
て
、
適
確
に
『
博
古

圖
』
の
考
訂
の
手
落
ち
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
四
庫
総
目
』
は
、
「
其
の
書
、
考
讃
は
疏
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
形
模
未
だ
失
せ
ず
。
音
繹
は
謬
と
錐
も
、
而
れ
ど
も
字
書
具
さ
に
存
す
。

讃
者
筒
ほ
其
の
檜
く
所
に
因
り
て
以
て
三
代
鼎
舞
の
製
を
識
る
べ
く
、
款
識
の
文
、
重
を
以
て
之
が
核
訂
を
爲
す
。
當
時
の
哀
集
の
功
も
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た

没

す
べ
か
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
。
考
え
て
み
て
ほ
し
い
、
當
時
も
し
こ
う
し
た
器
物
の
圖
形
が
描
か
れ
ず
、
そ
の
銘
文
が
模
寓
さ
れ

な
か
っ
た
な
ら
、
後
世
に
お
い
て
こ
う
し
た
器
物
の
形
状
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
全
く
難
し
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
考
古
圏
』
・
『
博

古
圖
』
と
い
っ
た
書
物
の
債
値
は
、
そ
の
考
讃
の
完
壁
さ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
な
り
客
観
的
に
大
量
の
原
始
資
料
を
保
存
し
、
後
世
の

研
究
に
便
宜
を
提
供
し
て
い
る
鮎
に
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
鮎
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
り
、
原
始
器
物
を
全
て
保
存
す
る
こ
と
は
不
可
能

だ

が
、
す
ぐ
に
檜
圖
・
模
窯
を
行
え
ば
、
こ
う
し
た
文
物
資
料
を
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
文
物
の
散
逸
と
同
時
に
消
失
す
る
こ
と
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
金
石
著
述
の
功
螢
で
あ
り
、
十
分
に
肯
定
す
べ
き
鮎
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

　
『
博
古
圖
』
の
編
者
で
あ
る
王
齢
は
、
北
宋
末
年
の
有
名
な
倭
臣
で
あ
り
、
欽
宗
の
と
き
死
を
賜
り
、
「
盗
の
殺
す
所
と
爲
る
と
託
言
す
」
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と
い
う
。
晃
公
武
『
郡
齋
讃
書
志
』

傳
刻
の
誤
り
と
は
限
ら
な
い
。

は
、
『
博
古
圖
』
の
編
者
は
王
楚
で
あ
る
と
稻
し
て
い
る
。
恐
ら
く
王
齢
の
悪
名
を
避
け
た
の
で
あ
り
、

［il、

　
r
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
』
・
『
囎
堂
集
古
録
』

　
『
款
識
』
な
ど
は
、
原
器
の
銘
文
だ
け
を
模
冥
し
て
考
鐸
を
行
い
、
も
は
や
原
器
の
形
状
を
圖
檜
し
て
い
な
い
。
後
世
に
廣
く
用
い
ら
れ

た
新
し
い
金
文
の
著
述
形
式
を
代
表
し
て
い
る
。

　
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
』
は
、
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
法
帖
』
と
も
言
い
、
計
二
十
巻
あ
る
。
撰
者
の
蒔
爲
功
（
字
は
用
敏
）
は
、
紹
興
年

聞
、
通
直
郎
検
定
江
軍
節
度
判
官
と
し
て
政
務
を
司
っ
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
の
事
績
は
不
詳
で
あ
る
。
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
』
は
、
五
百

十
一
馳
の
古
器
物
の
銘
文
を
牧
録
し
て
い
る
。
商
器
と
周
器
が
主
で
、
前
者
は
二
百
九
黙
、
後
者
は
二
百
五
十
三
鮎
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
夏

代
の
古
器
物
と
い
わ
れ
る
銘
文
二
鮎
、
秦
代
の
器
物
五
鮎
、
漢
代
の
器
物
四
十
二
鮎
が
あ
る
。

　
蒔
氏
が
敗
録
す
る
器
物
の
銘
文
は
、
主
に
呂
大
臨
『
考
古
圖
』
と
王
齢
『
宣
和
博
古
圖
』
か
ら
取
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
百
鮎
以
上
の
器
物

は
、
そ
れ
以
外
の
關
連
書
籍
か
ら
取
っ
て
い
る
。
蒔
氏
の
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
法
帖
』
は
、
呂
大
臨
と
王
齢
の
書
を
圭
と
し
て
、
他
書
に

も
及
び
、
廣
く
資
料
を
牧
集
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
蒔
氏
は
古
器
の
銘
文
を
著
録
す
る
と
き
、
通
常
は
銘
文
の
來
歴
を
説
明
し
、
さ
ら
に
繹
文
と
考
訂
的
説
明
が
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
一
で
は
、

コ
商
器
款
識
」
を
次
の
よ
う
に
著
録
し
て
い
る
。

　
　
商
鐘
一
　
出
准
陽
石
本

　
　
商
鐘
二

出
『
古
器
物
銘
』
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商
鐘
三

出
『
博
古
録
』

　
そ

の

考
訂
的
文
章
に
は
、
「
以
上
三
種
の
銘
の
識
音
拉
び
に
同
じ
、
皆
な
鋼
紫
金
を
蒙
と
爲
す
。
『
博
古
録
』
に
云
ふ
、
「
惟
正
月
仲
春
吉

日
と
は
、
蓋
し
正
月
の
吉
、
適
た
ま
仲
春
の
節
を
得
、
故
に
其
の
時
を
謹
み
て
之
を
言
ふ
、
猶
ほ
「
漢
麟
鳳
銘
」
に
秋
十
月
と
言
ふ
が
ご
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

き
也
」
と
。
然
る
に
以
て
愚
之
を
孜
ふ
る
に
、
當
に
是
れ
王
春
な
る
べ
し
、
必
ず
し
も
讃
み
て
仲
と
作
さ
ず
」
と
あ
り
、
『
博
古
録
』
の

繹
文
に

異
説
を
唱
え
て
い
る
。
原
器
の
字
形
か
ら
言
え
ば
、
醇
氏
の
説
に
道
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
蒔
氏
に
よ
る
古
器
物
の
考
訂
も
先
人
に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
巷
1
1
F
己
酉
戊
命
舞
」
は
、
「
右
銘
三
十
有
七
字
。
博
古
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

以
て

周
器
と
爲
す
。
然
る
に
銘
文
全
く
商
の
兄
癸
由
に
類
せ
ば
、
殆
ど
一
時
の
器
也
。
姑
く
商
舞
の
末
に
列
す
…
…
」
と
考
訂
し
て
い
る
。

『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
』
巻
三
「
兄
癸
由
」
の
銘
文
と
封
照
す
る
と
、
両
者
の
文
章
は
確
か
に
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
「
兄
癸

由
」
の
銘
文
に
は
、
「
惟
王
九
祀
世
昌
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
「
己
酉
戊
命
鼻
」
は
、
「
惟
王
主
祀
世
昌
」
に
作
り
、
わ
ず
か
一
字
の
違
い
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
蒔
氏
が
そ
れ
を
商
器
で
あ
る
と
断
定
し
た
こ
と
に
は
、
明
ら
か
に
一
定
の
道
理
が
あ
る
。

　
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
法
帖
」
に
は
、
も
う
檜
圖
は
な
く
、
銘
文
の
模
鳥
と
考
訂
を
專
門
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
銘
文
の
牧
集
は

よ
り
廣
く
な
り
、
考
訂
に
も
新
意
が
見
ら
れ
る
の
で
、
從
來
、
金
石
の
研
究
者
に
重
覗
さ
れ
て
い
た
。

　
『
歴
代
鐘
鼎
捧
器
款
識
法
帖
』
と
性
質
が
類
似
し
て
い
る
金
石
の
著
述
の
う
ち
、
重
要
な
も
の
に
は
、
王
倖
の
『
繍
堂
集
古
録
』
が
あ
る
。

『
哺
堂
集
古
録
』
二
巻
は
、
三
百
四
十
五
鮎
の
古
器
物
の
銘
文
を
牧
録
し
て
い
る
。
銘
文
の
著
録
は
わ
ず
か
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
一
つ

目
は
、
原
器
の
銘
文
の
模
寓
で
あ
り
、
ど
の
器
か
ら
出
て
い
る
か
明
記
し
て
い
る
。
二
つ
目
は
鐸
文
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
繍
堂
集
古
録
』

に

は
考
諮
が
な
い
。
書
前
に
李
郡
が
記
し
た
序
が
あ
り
、
序
に
は
、
作
者
の
王
依
は
「
幼
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
一
器
の
款
識
を
得
る
毎
に
、

必
ず
本
を
模
し
て
之
を
筐
に
投
じ
、
積
む
こ
と
三
十
饒
年
、
凡
そ
数
筐
を
得
…
…
」
（
自
幼
至
今
、
毎
得
一
器
款
識
、
必
模
本
而
投
之
薩
、

m
a
l
1
1
十
E
年
、
凡
得
数
憧
…
…
）
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
囎
堂
集
古
録
』
に
集
録
さ
れ
て
い
る
銘
文
は
、
決
し
て
1
つ
の
方
法
に
よ
る
も
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の

で
は

な
く
、
多
く
の
手
段
で
幅
廣
く
牧
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
哺
堂
集
古
録
』
は
、
書
物
自
禮
に
債
値
が
あ

る
。
例
え
ば
、
商
の
「
横
文
父
癸
鼎
」
に
つ
い
て
、
『
宣
和
博
古
圖
』
巻
一
も
著
録
し
て
い
る
が
、
「
閾
銘
録
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、

『
哺
堂
集
古
録
』
は
、
原
銘
文
と
鐸
文
を
記
し
て
い
る
。
鐸
文
も
先
人
と
全
て
が
同
じ
わ
け
で
は
な
い
。
周
の
「
父
己
鼎
」
を
例
に
畢
げ
れ

ば
、
銘
文
の
中
の
r
鼎
」
（
『
博
古
圖
』
巻
二
に
見
え
る
）
に
つ
い
て
、
『
哺
堂
集
古
録
』
は
「
般
」
に
作
っ
て
い
る
。
ま
た
、
『
博
古
圖
』

に

よ
れ
ば
、
こ
の
銘
文
の
末
字
は
コ
ロ
囹
」
だ
が
、
『
繍
堂
集
古
録
』
は
、
「
○
」
と
記
し
て
訣
如
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
参
考
に
す
る
償

値
が
あ
る
。

　
李
郁
の
序
に
よ
れ
ば
、
『
繍
堂
集
古
録
』
は
編
次
を
絡
え
た
と
公
言
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
は
「
他
日
再
び
古
文
奇
字
を
獲
れ
ば
、

即
ち
巻
末
に
績
ぐ
」
（
他
日
再
獲
古
文
奇
字
、
即
績
干
巻
末
）
と
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
巻
末
の
「
楚
鐘
」
・
「
大
夫
始
鼎
」
・
「
叔
夜

鼎
」
・
コ
泉
叔
舞
」
・
「
周
文
王
命
癌
鼎
」
な
ど
に
注
記
し
て
あ
る
「
識
闘
」
は
、
「
巻
末
に
績
ぐ
」
銘
文
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
恐
ら

V
作
者
は
、
更
な
る
作
業
を
行
う
前
に
世
を
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
『
哺
堂
集
古
録
」
が
龍
頭
蛇
尾
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
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四
、
『
紹
興
内
府
古
器
評
』
と
『
東
観
鹸
論
』

　
『
紹
興
内
府
古
器
許
』
二
巷
は
、
張
論
撰
で
あ
る
。
南
宋
の
内
府
百
九
十
五
鮎
の
古
器
を
考
評
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
五
十
鮎
は
、
す
で

に

『
宣
和
博
古
圖
』
に
見
え
る
。
清
の
四
庫
館
臣
は
、
一
部
の
器
物
の
考
評
は
「
皆
な
即
ち
『
博
古
圓
』
の
文
に
し
て
、
割
剥
罵
窟
し
、
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

義

往
往
に
し
て
通
ぜ
ず
」
と
考
え
、
そ
の
書
は
「
明
代
の
妄
人
　
『
博
古
圖
』
を
剥
し
て
偽
作
す
る
こ
と
更
に
義
を
疑
ふ
こ
と
無
し
」
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
『
紹
興
内
府
古
器
評
』
を
軍
に
『
四
庫
』
存
目
類
に
入
れ
て
い
る
。



　
著
名
な
學
者
で
あ
る
容
庚
氏
は
、
そ
の
著
作
『
紹
興
内
府
古
器
評
述
評
』
で
、
「
こ
の
書
の
多
く
が
『
博
古
』
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
は
隠
し
立
て
す
る
必
要
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
四
庫
館
臣
が
「
周
文
王
鼎
」
以
下
五
十
器
の
考
評
は
全
て
『
博
古
圖
』

を
「
割
剥
鮎
窺
」
す
と
述
べ
て
い
る
鮎
は
、
實
際
の
状
況
と
一
致
し
て
は
い
な
い
。
コ
商
立
文
鼎
」
を
例
に
畢
げ
れ
ば
、
『
古
器
評
』
は
「
文

に

傷
物
の
意
有
り
。
商
人
器
を
作
る
に
此
の
象
を
著
す
こ
と
多
し
、
或
い
は
之
を
立
て
、
或
い
は
之
を
横
に
す
。
皆
な
戒
に
存
す
る
所
以

也
」
（
文
有
傷
物
之
意
。
商
人
作
器
多
著
此
象
、
或
立
之
、
或
横
之
o
皆
所
以
存
乎
戒
也
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
博
古
圖
』
の
文
章

と
は
全
く
關
係
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
『
博
古
圖
』
は
そ
の
器
の
高
さ
・
幅
・
容
量
を
紹
介
す
る
だ
け
で
、
ほ
か
に
は
鰯
れ
て
い
な
い
か
ら

で

あ
る
。
ま
た
、
巷
下
r
周
節
鼎
」
に
つ
い
て
、
「
鼎
は
烹
鮭
の
器
、
銘
の
節
と
は
、
山
豆
に
飲
食
の
戒
を
示
す
に
非
ざ
ら
ん
や
」
（
鼎
烹
妊
之

器
、
銘
之
節
者
、
豊
非
示
飲
食
之
戒
乎
）
と
考
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
博
古
圖
』
巻
三
に
は
「
銘
一
字
に
節
と
日
ふ
、
未
だ
其
の
誰
爲

る
か
を
詳
か
に
せ
ず
、
其
の
名
な
る
を
疑
ふ
也
」
（
銘
一
字
日
節
、
未
詳
其
爲
誰
、
疑
其
名
也
）
と
あ
る
。
両
者
の
見
解
は
全
く
異
な
る
た

め
、
四
庫
館
臣
の
見
方
は
明
ら
か
に
偏
っ
て
お
り
、
取
る
に
足
ら
な
い
。

　
『
古
器
評
』
の
形
式
は
、
ま
ず
古
器
物
名
を
記
し
、
古
器
物
に
銘
文
が
あ
れ
ば
、
銘
文
の
字
数
を
明
記
し
て
い
る
が
、
銘
文
は
轄
寓
し
な

い
。
し
か
し
、
文
字
の
考
評
は
、
た
い
て
い
器
物
の
銘
文
に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
で
は
、
も
し
、
『
博
古
圖
』
や
『
考
古
圖
』
な
ど
の
他
書

を
参
考
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
器
物
の
銘
文
が
わ
か
ら
ず
、
こ
う
し
た
文
字
の
考
評
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
o
こ
れ
は
、
『
古
器
許
』

の

形
式
上
の

大

き
な
訣
鮎
で
あ
る
。
し
か
も
、
『
古
器
評
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
古
器
の
考
評
に
は
、
嚴
格
な
分
類
が
な
い
。
例
え
ば
、
巻
一
は

r章
婦
康
扇
」
か
ら
始
ま
り
、
績
け
て
「
周
文
王
鼎
」
が
あ
り
、
三
番
目
に
漢
の
「
見
尊
」
が
あ
る
。
ま
る
で
手
當
た
り
次
第
に
記
録
し
、

分
類
と
必
要
な
配
列
を
し
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
嚴
格
な
著
述
形
式
が
訣
け
て
い
る
。
こ
れ
も
『
古
器
評
』
の
訣
鮎
で
あ
る
。

　

同
類
の
著
作
の
中
で
、
黄
伯
思
の
『
東
観
饒
論
』
は
、
誰
も
が
認
め
る
優
秀
な
作
品
で
あ
る
。
黄
伯
思
は
、
字
を
長
誉
と
い
い
、
幅
建
の

郡
武
の
人
で
、
北
宋
の
政
和
年
聞
に
秘
書
郎
を
務
め
た
。
『
東
観
鯨
論
』
は
、
彼
の
死
後
、
息
子
の
黄
訪
が
編
集
し
た
。
『
法
帖
刊
誤
』
二
巻

（160）



お

よ
び
金
石
．
法
帖
の
考
察
に
關
す
る
論
・
説
・
序
践
二
百
篇
以
上
を
含
ん
で
い
る
。
記
載
に
よ
れ
ば
、
『
東
観
饒
論
』
は
、
十
巻
本
’
三

巻
本
．
不
分
巻
本
な
ど
が
あ
る
。
現
存
す
る
『
東
観
饒
論
』
は
、
上
下
二
巻
に
分
か
れ
て
お
り
、
上
巷
は
『
法
帖
刊
誤
』
お
よ
び
主
に
古
器

の

銘
文
を
考
論
し
た
文
章
、
下
巻
は
主
に
各
種
の
祓
文
で
あ
る
（
少
量
の
序
文
を
含
む
）
。

　
『
法
帖
刊
誤
』
の
法
帖
と
は
、
『
淳
化
閣
帖
』
の
こ
と
で
あ
る
。
「
刊
誤
」
と
は
、
米
帯
に
よ
る
諸
帖
の
評
定
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
で
あ

る
。
周
南
の
王
琉
（
晋
玉
）
は
、
『
法
帖
刊
誤
』
に
政
語
を
記
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
「
長
容
頃
洛
に
官
た
り
て
、
因
り
て
之
に
從
ひ
て

遊
ぶ

を
得
。
嘗
て
吾
が
家
の
藏
す
る
所
の
内
府
帖
を
閲
し
、
且
つ
米
老
の
祓
尾
を
以
て
之
を
辮
じ
、
其
の
疎
略
を
惜
み
て
、
逐
に
此
の
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　

著
す
」
と
あ
る
。
ま
さ
し
く
王
扮
が
版
に
記
し
た
通
り
、
『
法
帖
刊
誤
』
は
「
議
論
精
確
に
し
て
、
悉
く
讃
握
有
り
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
淳
化
閣
帖
』
は
、
「
歴
代
帝
王
法
帖
』
」
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
に
は
漢
の
章
帝
・
晋
の
元
帝
・
晋
の
武
帝
・
齊
の
高
帝
・
梁
の
武
帝
・
梁
の

高
帝
．
簡
文
帝
な
ど
の
法
帖
が
あ
る
。
米
帯
は
祓
に
お
い
て
「
右
七
帖
、
拉
び
に
一
人
手
も
て
寡
さ
る
。
偽
帖
な
り
。
巫
日
武
帝
は
當
に
是
れ

孝
武

な
る
べ
し
、
梁
高
は
當
に
是
れ
齊
高
な
る
べ
し
」
（
右
七
帖
、
拉
一
人
手
寓
。
偏
帖
。
晋
武
帝
當
是
孝
武
、
梁
高
當
是
齊
高
）
と
述
べ

て
い

る
。
黄
氏
は
『
刊
誤
』
に
お
い
て
「
米
云
ふ
、
「
晋
武
書
當
に
是
れ
孝
武
書
な
る
べ
し
」
と
、
非
也
。
僕
按
ず
る
に
、
『
省
啓
帖
』
と

『
後
誰
王

帖
」
と
は
、
疑
録
に
在
る
と
錐
も
、
一
家
の
書
に
非
ざ
る
に
似
る
。
績
帖
中
の
『
炎
報
帖
』
、
頗
る
此
の
書
法
と
同
じ
。
炎
は
、
晋

武
の
名
に
し
て
、
孝
武
に
非
ざ
る
也
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
「
米
云
ふ
、
梁
高
當
に
是
れ
齊
高
な
る
べ
し
と
、
非
也
。
此
の
帖
末
に
粛
術
と
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

ふ
、
正
に
梁
武
の
名
な
り
。
梁
武
の
廟
號
は
高
祀
、
此
の
書
目
誤
り
て
組
を
以
て
帝
と
爲
す
の
み
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
訂
正
は
、

理
屈
に
か
な
っ
て
い
る
。

　
古
器
の
考
訂
に
つ
い
て
も
見
識
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
周
畢
鼎
」
に
は
た
だ
「
畢
」
と
い
う
銘
文
が
一
文
字
だ
け
あ
る
。
『
博
古
圖
』
巷
三

は
、
「
…
…
杜
貰
洗
ひ
て
騨
を
揚
げ
以
て
平
公
を
規
め
、
、
因
り
て
之
を
杜
畢
と
謂
ふ
が
若
け
れ
ば
、
則
ち
又
た
献
酬
の
制
を
見
す
、
此
の
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

の

l字
に
翠
と
日
ふ
、
義
是
に
在
る
こ
と
有
る
か
」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
學
」
は
、
「
撃
起
」
　
（
上
げ
る
）
の
「
畢
」
で
あ
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る
と
い
う
。
し
か
し
、
黄
伯
思
は
、
「
今
此
の
鼎
も
亦
た
銘
す
る
に
畢
を
以
て
す
、
而
れ
ど
も
但
だ
＝
子
の
み
、
又
た
翠
の
献
酬
の
器
を
以

て
す
べ
き
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
此
の
所
謂
畢
は
乃
ち
人
名
也
」
と
述
べ
、
績
け
て
、
次
の
よ
う
に
考
諸
を
行
っ
て
い
る
。
「
載
籍
を
以
て
之
を

考
ふ
る
に
、
宋
の
僖
公
の
名
は
畢
、
楚
に
大
夫
伍
畢
有
り
、
下
察
に
史
畢
有
り
、
燕
に
唐
撃
有
り
。
皆
な
周
人
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
史
畢

賎

な
る
も
監
門
と
爲
り
、
唐
翠
微
な
る
も
相
と
爲
る
は
、
又
た
皆
な
周
末
の
人
な
り
、
而
れ
ど
も
此
の
鼎
乃
ち
晩
周
の
器
に
非
ず
、
今

其
の
銘
款
を
験
す
る
に
、
若
し
宋
の
僖
公
畢
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
伍
畢
也
。
僖
公
は
微
子
の
後
、
周
の
始
め
に
終
は
る
。
伍
畢
は
荘
共
の
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

夫
に
し
て
、
楚
の
聞
臣
爲
れ
ば
、
宜
し
く
其
れ
制
作
し
て
永
に
傳
へ
て
亡
び
ざ
る
べ
し
…
…
」
。
こ
の
論
理
の
綜
口
は
非
常
に
明
確
で
、
合

理
的
で
あ
る
。
①
鼎
は
、
献
酬
の
器
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
銘
文
の
「
畢
」
と
い
う
字
は
人
名
で
あ
る
と
確
定
す
る
。
②
史
籍
の
記
載
に
よ
れ

ば
、
周
代
に
、
畢
と
い
う
名
の
者
は
四
人
い
る
。
③
史
畢
賎
、
唐
畢
微
は
周
末
の
人
で
、
こ
の
鼎
は
「
晩
周
の
器
に
非
ず
」
で
あ
る
た
め
、
こ

の

二
人
が
鼎

を
作
っ
た
可
能
性
を
排
除
す
る
。
④
宋
の
僖
公
畢
と
伍
畢
は
高
官
で
あ
り
、
鼎
を
作
り
「
永
に
傳
へ
て
亡
び
ず
」
と
い
う
條
件
に

合
う
。
黄
氏
は
、
結
局
こ
の
「
畢
」
は
、
宋
の
僖
公
畢
か
伍
畢
か
確
定
で
き
て
い
な
い
が
、
銘
文
が
簡
軍
と
い
う
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
こ
こ

ま
で
考
讃
し
た
こ
と
は
、
高
く
評
債
す
べ
き
で
あ
る
。

　
黄
伯
思
『
東
観
鹸
論
』
の
ほ
か
の
考
訂
的
文
章
も
、
き
わ
め
て
債
値
が
高
い
。
例
え
ば
、
巻
下
「
論
璽
裏
碑
」
に
つ
い
て
、
欧
陽
修
『
集

古
録
』
は
、
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
地
理
志
・
『
水
経
』
な
ど
は
尭
の
母
親
の
埋
葬
地
を
記
載
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
黄
伯

思

は
、
『
後
漢
書
』
章
帝
紀
の
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
述
征
記
』
を
引
き
、
「
成
陽
縣
の
東
南
に
尭
母
慶
都
の
墓
有
り
、
上
に
祠
廟
有
り
」

と
記
載
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
今
成
陽
城
の
西
二
里
に
尭
陵
有
り
、
陵
の
南
一
里
に
尭
母
慶
都
陵
有
り
、
城
に
於
い
て
西
南
爲
り
、
稻
し

て

露
曇
と
日
ふ
」
と
い
う
『
水
経
注
』
の
記
載
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
も
、
「
露
墓
碑
」
は
、
「
尭
母
弦
に
葬
ら
る
る
も
、
人
に
知
れ
ざ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

ん

と
欲
し
て
、
名
づ
け
て
璽
量
と
日
ふ
」
と
明
確
に
記
載
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
尭
の
母
親
の
埋
葬
地
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な

り
、
『
集
古
録
』
の
聞
違
っ
た
説
に
反
痴
し
て
い
る
。
黄
氏
の
考
訂
的
文
章
は
、
ほ
ぼ
こ
の
形
式
を
用
い
、
力
量
が
見
え
て
い
る
。
同
時
代
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の

棲
鎗

は
、
「
饒
此
の
書
を
観
る
に
、
辮
析
隠
奥
に
し
て
、
上
下
千
古
、
皆
な
前
賢
の
未
だ
登
せ
ざ
る
所
に
し
て
、
後
人
の
及
び
難
き
所
な

　
　
ぬ
　

り
」
と
述
べ
て
い
る
。
多
少
、
警
め
す
ぎ
の
嫌
い
は
あ
る
も
の
の
、
精
博
さ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ほ
ぼ
實
際
の
情
況
と
合
致
し
て
い
る
。

五
、
『
隷
稗
』
と
『
隷
績
』

　
洪
適
の
『
隷
繹
』
と
『
隷
績
』
は
、
宋
代
の
金
石
關
連
文
献
の
う
ち
、
新
生
面
を
切
り
開
い
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
二
書
は
、
い
ず
れ
も
、

資
料
と
研
究
の
成
果
の
る
つ
ぼ
で
あ
り
、
資
料
性
に
富
ん
だ
研
究
著
述
で
あ
る
。

　
洪
適

は
、
漢
魏
の
碑
刻
研
究
に
専
念
し
、
長
期
に
わ
た
っ
て
關
連
資
料
を
牧
集
し
た
。
こ
の
二
書
は
、
彼
の
こ
の
分
野
に
お
け
る
牧
集
・

研
究
の

結
晶
で
あ
る
。
『
隷
繹
』
二
十
七
巻
の
う
ち
、
前
十
九
巻
は
、
漢
魏
の
碑
碍
百
八
十
九
種
（
目
録
に
よ
れ
ば
百
八
十
三
種
が
正
し
い
）

を

集
め

て
い

る
。
全
て
楷
書
で
記
し
（
闘
文
の
部
分
は
闘
字
敷
を
明
記
）
、
考
讃
・
解
鐸
を
行
う
。
考
讃
・
解
鐸
は
、
史
實
を
説
明
し
、
さ

ら
に
文
字
、
特
に
碑
刻
に
用
い
ら
れ
て
い
る
異
膿
字
も
読
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
既
に
其
の
字
に
法
り
之
が
韻
を
爲
し
、
復

た

其
の

字
を
辮
じ
て
之
が
鐸
を
爲
し
、
隷
を
學
ぶ
者
を
し
て
書
を
籍
き
て
以
て
碑
を
讃
ま
し
め
ば
、
則
ち
歴
歴
と
し
て
目
在
り
…
…
］
、
）
で

あ
る
。
聞
違
い
な
く
『
隷
鐸
』
は
、
こ
の
鮎
を
實
行
し
て
い
る
。
巻
十
1
1
　
f
太
尉
楊
震
碑
」
を
例
に
撃
げ
れ
ば
、
本
文
に
「
（
訣
三
字
）
字

伯
起
、
（
訣
二
十
字
）
氏
焉
…
・
：
」
と
あ
り
、
文
字
の
訣
損
情
況
を
明
記
し
て
い
る
。
碑
文
の
後
に
、
「
右
漢
故
太
尉
楊
公
祠
道
碑
銘
。
纂
額
。

楊

公
、
名
は
震
、
洪
農
華
陰
の
人
な
り
…
…
延
光
三
年
を
以
て
卒
す
。
楊
氏
の
墓
陳
州
関
郷
に
在
り
、
存
す
る
所
の
隷
碑
は
凡
そ
四
に
し

て
、
此
の
碑
は
乃
ち
其
の
孫
の
浦
相
統
の
門
人
の
汝
南
の
陳
熾
等
の
立
つ
る
所
な
り
…
…
碑
其
の
諸
子
の
官
秩
を
載
す
る
こ
と
凡
そ
四
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
れ
ば
、
而
ち
傳
に
震
五
子
と
云
ふ
は
、
誤
也
…
…
」
と
考
読
・
解
輝
を
行
い
、
最
後
に
、
碑
中
の
文
字
に
つ
い
て
r
梨
を
以
て
黎
と
爲

す
」
（
以
梨
爲
黎
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
碑
の
本
文
を
著
録
し
て
か
ら
、
さ
ら
に
「
楊
震
碑
陰
」
を
著
録
し
、
F
右
楊
震
碑
陰
、
識
す
べ
き
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者
百
九
十
鹸

人
、
皆
な
其
の
孫
の
門
生
也
…
…
漢
碑
刑
・
形
・
那
の
三
字
互
用
す
る
こ
と
多
し
、
此
の
碑
に
刑
升
高
・
刑
公
節
有
り
、
疑

ふ

ら
く
は
借
用
し
て
那
に
作
る
が
若
し
、
却
り
て
又
た
那
伯
徳
有
り
、
宣
に
刑
自
ら
一
姓
な
ら
ん
や
」
（
四
十
五
）
と
考
護
・
解
鐸
を
行
い
、

最
後
に
、
碑
中
の
文
字
に
つ
い
て
「
肺
は
即
ち
師
字
、
旦
口
は
即
ち
疋
目
字
」
（
肺
即
師
字
、
旦
月
即
疋
月
字
）
と
指
摘
し
て
お
り
、
参
考
に
す
る
償
値

が
高
い
。
特
に
、
碑
を
用
い
て
史
傳
の
誤
り
を
讃
明
し
て
お
り
、
さ
ら
に
深
い
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

　
『
隷
鐸
』
の
二
十
巻
か
ら
二
十
七
巻
は
、
『
水
経
注
』
・
歓
陽
秦
『
集
古
録
』
・
欧
陽
斐
『
集
古
録
目
』
・
趙
明
誠
『
金
石
録
』
．
無
名
氏

『
天
下
碑
録
』
の
漢
魏
の
碑
碍
に
關
す
る
文
字
を
集
録
し
て
い
る
。
資
料
集
録
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
前
十
九
巻
と
参
照
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
『
隷
績
』
二
十
一
巷
は
、
『
隷
鐸
』
の
績
編
で
あ
り
、
形
式
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
相
違
鮎
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

『
隷
績
』
巻
五
・
巻
六
の
碑
圖
、
巻
七
の
碑
式
で
あ
る
。
巻
五
は
「
奨
敏
碑
」
・
「
柳
敏
碑
」
・
「
盆
州
太
守
無
名
碑
」
な
ど
四
十
種
の
碑
を
牧

録

し
、
圖
は
な
く
、
簡
軍
に
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
漢
故
翼
州
刺
史
王
君
之
碑
」
に
つ
い
て
、
「
右
王
純
碑
、
纂
額
二
行
、
黒
字
、

當
穿
の
中
に
小
黒
紋
有
り
、
額
の
両
芳
は
椎
拓
せ
し
者
の
去
る
所
と
爲
る
。
其
の
文
十
三
行
、
行
三
十
五
字
」
（
右
王
純
碑
、
纂
額
二
行
、

黒
字
、
當
穿
之
中
有
小
黒
紋
、
額
之
両
芳
爲
椎
拓
者
所
去
。
其
文
十
三
行
、
行
三
十
五
字
）
と
説
明
し
て
い
る
。
早
期
の
漢
碑
は
、
大
部
分

に
「
穿
」
、
つ
ま
り
碑
の
上
部
に
丸
い
穴
が
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
碑
が
納
棺
の
石
標
か
ら
記
念
物
に
愛
化
し
た
様
子
が
わ
か
り
、
こ
う
し
た

碑
形
の
保
存
に
は
當
然
、
深
い
意
味
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
巻
六
の
碑
圖
は
、
著
名
な
武
梁
祠
の
石
刻
で
あ
る
。
巻
七
の
碑
式
は
、
主
に

著
名
な
漢
魏
の
碑
額
と
字
配
り
を
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
華
山
亭
碑
」
は
、
「
纂
額
二
行
、
碑
十
六
行
、
行
三
十
三
字
、
西
嶽
至
尊
卒
闘

皇
帝
永
思
高
出
一
字
」
（
纂
額
二
行
、
碑
十
六
行
、
行
三
十
三
字
、
西
嶽
至
尊
卒
闘
皇
帝
永
思
高
出
一
字
）
と
あ
り
、
漢
魏
の
碑
刻
の
状
況

を
考
訂
す
る
上
で
、
後
世
に
依
壕
を
提
供
し
て
い
る
。

　
『
隷
績
』
は
、
碑
刻
の
ほ
か
、
漢
魏
の
碑
文
と
器
物
の
銘
文
を
牧
集
し
て
い
る
。
洪
適
は
、
淳
煕
七
（
＝
八
〇
）
年
、
こ
の
書
に
記
し
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た
駿
で
、
「
凡
そ
漢
隷
の
書
に
見
え
し
者
、
碑
硯
二
百
五
十
八
、
甑
文
、
器
物
款
識
二
十
二
爲
り
。
魏
巫
日
は
碑
十
七
、
款
識
二
」
（
凡
漢
隷
見

於
書
者
、
爲
碑
碍
二
百
五
十
八
、
額
文
、
器
物
款
識
二
十
二
。
魏
晋
碑
十
七
、
款
識
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
『
隷
績
』
は
散

逸

し
て
し
ま
い
、
今
本
に
も
訣
遺
が
多
い
。

　
『
隷
繹
』
と
『
隷
績
』
は
、
漢
魏
の
碑
碍
を
幅
廣
く
牧
集
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
著
録
形
式
を
用
い
て
お
り
、
漢
字
の
愛
遷
、
石
刻
碑
拓
、
漢

魏
の

歴
史
を
研
究
す
る
上
で
、
曲
豆
富
な
文
献
を
提
供
し
て
い
る
。

　
本
章
の
最
初
に
述
べ
た
通
り
、
宋
代
以
前
に
は
、
先
人
は
金
石
文
献
を
と
き
ど
き
研
究
・
利
用
し
た
だ
け
で
あ
り
、
金
石
文
獄
の
幅
廣
い

牧
集

と
系
統
的
な
研
究
は
、
明
ら
か
に
宋
人
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
し
か
も
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
お
り
、
金
石
學
の
創
立
に
功
績
を
立
て

て

い
る
。

注（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

（6
）

（
7
）

（
8
）

（9
）

凡
周
漢
以
降
金
石
遺
文
・
断
編
残
簡
、
一
切
綴
拾
、
研
稽
異
同
（
『
宋
史
』
欧
陽
脩
傳
）
。

劉
子
建

「
歓
陽
脩
的
治
學
與
從
政
』
（
新
亜
研
究
所
、
一
九
六
三
年
）
。

上
自
周
穆
王
以
來
、
下
更
秦
漢
惰
唐
五
代
、
外
至
四
海
九
州
、
名
山
大
川
、
窮
崖
紹
谷
、
荒
林
破
塚
、
神
仙
鬼
物
、
識
怪
所
傳
、
莫
不
皆
有
（
「
集
古

録
目
序
」
）
。

有
巻
秩
次
第
而
無
時
世
之
先
後
。
蓋
其
取
多
而
未
已
。
故
随
其
所
得
而
録
之
　
（
［
，
集
古
録
目
序
」
）
。

以
謂
輔
寓
失
眞
、
故
因
其
石
本
軸
而
藏
之
　
（
r
集
古
録
目
序
」
）
。

聚
多
而
終
必
散
（
一
集
古
録
目
序
」
）
。

乃
撮
其
大
要
、
別
爲
録
目
、
因
井
載
夫
可
與
史
傳
正
其
闘
謬
者
、
以
傳
後
學
（
「
集
古
録
目
序
」
）
。

列
碑
石
所
在
及
其
名
氏
歳
月
（
『
録
目
記
』
之
書
後
）
。

集
古
録
既
成
之
八
年
、
家
君
命
柔
日
、
吾
集
録
前
世
埋
没
鉄
落
之
文
、
濁
取
世
人
無
用
之
物
而
藏
之
者
、
豊
徒
出
於
嗜
好
之
僻
而
以
爲
耳
目
之
玩
哉
。

其
爲
所
得
亦
已
多
　
。
故
嘗
序
其
説
而
刻
之
。
又
、
顕
於
諸
巻
之
尾
者
、
二
百
九
十
六
篇
、
序
所
謂
可
與
史
傳
正
其
闘
謬
者
、
已
粗
備
　
。
若
撮
其
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大
要
、
別
爲
目
録
、
則
吾
未
暇
、
然
不
可
以
訣
而
不
備
也
。
…
…
於
是
各
取
其
書
撰
之
人
、
事
述
之
始
絡
、
所
立
之
時
世
而
著
之
、
爲
一
十
巻
、
以

附
於
祓
尾
之
後
…
…
。

右
毛
伯
古
敦
銘
。
嘉
祓
中
、
原
父
以
翰
林
侍
讃
學
士
出
爲
永
興
軍
路
安
撫
使
。
其
治
在
長
安
。
原
父
博
學
好
古
、
多
藏
古
奇
器
物
、
能
讃
古
文
銘
識
、

考
知
其
人
事
蹟
。
而
長
安
秦
漢
故
都
、
時
時
褒
掘
所
得
、
原
父
悉
購
而
藏
之
o
以
豫
方
集
録
古
文
、
故
毎
有
所
得
、
必
墓
其
銘
文
以
見
遺
。
此
敦
原

父
得
其
蓋
於
扶
風
而
有
此
銘
…
…
。

右
絡
南
古
敦
銘
。
大
理
評
事
蘇
載
爲
鳳
翔
府
到
官
’
得
古
器
於
絡
南
山
下
。
其
形
制
與
今
三
禮
圖
所
書
及
人
家
所
藏
古
敦
皆
不
同
。
初
莫
知
爲
敦
也
。

蓋
其
銘
有
實
尊
敦
之
文
、
逐
以
爲
敦
爾
。

右

原
甫
既
得
鼎
韓
城
。
遺
飴
以
其
銘
。
而
太
常
博
士
揚
南
仲
能
讃
古
文
纂
籍
、
爲
飴
以
今
文
鴬
之
、
而
関
其
疑
者
。
原
甫
在
長
安
所
得
古
奇
器
物
敷

十
種
、
亦
自
爲
先
秦
古
器
記
。
原
甫
博
學
、
無
所
不
通
、
爲
饒
繹
其
銘
以
今
文
、
而
與
南
仲
時
有
不
同
、
故
井
著
二
家
所
解
、
以
挨
博
識
君
子
。
具

之
如
左
。

詩
六
月
之
卒
章
日
、
侯
誰
在
　
。
張
仲
孝
友
。
蓋
周
宣
王
時
人
也
。
距
今
實
千
九
百
飴
年
…
…
。

然
其
可
疑
者
三

四
。
今
世
所
有
漢
桓
露
時
碑
、
往
往
筒
在
、
其
距
今
未
及
千
歳
、
大
書
深
刻
、
而
磨
滅
者
十
猶
八
九
o
此
鼓
按
太
史
公
年
表
、
自
宣

王
共
和
元
年
至
今
嘉
祐
八
年
、
實
千
有
九
百
一
十
四
年
、
鼓
文
細
而
刻
淺
、
理
山
豆
得
存
。
此
其
可
疑
者
一
也
。
其
字
古
而
有
法
、
其
言
與
雅
・
頒
同

文
、
而
詩
・
書
所
傳
之
外
、
三
代
文
章
、
眞
蹟
在
者
惟
此
而
已
。
然
自
漢
己
來
、
博
古
好
奇
之
士
皆
略
而
不
道
、
此
其
可
疑
者
二
也
。
惰
氏
藏
書
最

多
、
其
志
所
録
秦
始
皇
刻
石
・
婆
羅
門
外
國
書
皆
有
、
而
濁
無
石
鼓
、
遺
近
録
遠
、
不
宜
如
此
、
此
其
可
疑
者
三
也
…
…
不
知
章
韓
二
君
何
握
而
知
、

爲
文
宣
之
鼓
也
。

右
痙
鶴
銘
、
題
云
華
陽
眞
逸
撰
。
刻
於
焦
山
之
足
、
常
爲
江
水
所
没
、
好
事
者
伺
水
落
時
、
模
而
博
之
、
往
往
只
得
其
藪
字
、
云
「
鶴
壽
不
知
其
幾
」

而

已
。
世
以
其
難
得
、
尤
以
爲
奇
。
惟
鹸
所
得
六
百
飴
字
、
濁
爲
多
也
…
…
。

右
魏
頁
達
碑
。
魏
志
達
傳
云
、
達
爲
緯
邑
長
。
爲
賊
郭
援
所
攻
、
緯
人
與
援
約
不
害
達
乃
降
。
而
援
欲
以
達
爲
將
、
怒
達
不
肯
叩
頭
、
欲
殺
之
。
緯

人
乗
城
呼

日
、
負
要
殺
我
賢
君
、
寧
倶
死
。
援
義
之
、
逐
不
殺
。
又
按
、
斐
松
之
注
引
魏
略
云
、
援
捕
得
達
、
怒
不
肯
拝
、
促
斬
之
、
諸
將
覆
護
囚

於
壼
關
土
害
中
、
守
者
祝
公
道
鐸
其
械
而
逸
之
。
與
魏
志
不
同
。
而
此
碑
但
云
爲
援
所
執
、
臨
以
白
刀
、
不
屈
而
已
、
不
載
緯
人
約
援
事
…
：
・
自
古

碑
碍
稻
述
功
徳
、
常
患
過
實
、
如
達
與
緯
人
徳
義
倶
隆
、
碑
不
雁
略
而
不
著
。
頗
疑
陳
壽
作
傳
好
奇
、
而
所
得
非
實
也
。
松
之
又
注
魏
書
、
達
年
五

十
五
、
而
碑
云
五
十
有
四
、
亦
當
以
碑
爲
正
。

按
桓
帝
本
紀

云
、
延
烹
八
年
正
月
、
遣
中
常
侍
左
棺
之
苦
縣
、
祠
老
子
。
至
十
一
月
、
又
遣
中
常
侍
管
覇
祠
之
。
而
此
碑
云
、
八
月
、
夢
見
老
子
而
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祠
之
、
世
三
ロ
碑
銘
察
琶
作
、
今
検
畠
集
無
此
文
、
皆
不
可
知
也
。

世
傳
爲
梁
鵠
書
、
而
顔
眞
卿
又
以
爲
鐘
喬
書
、
莫
知
敦
是
。

饒
自
少
小
、
喜
從
當
世
學
士
大
夫
訪
問
前
代
金
石
刻
詞
、
以
廣
異
聞
。
後
得
歓
陽
文
忠
公
集
古
録
、
讃
而
賢
之
、
以
爲
是
正
誰
謬
、
有
功
於
後
學
甚

大
o
惜
其
爾
有
漏
落
、
又
無
歳
月
先
後
之
次
、
思
欲
廣
而
成
書
、
以
傳
學
者
（
『
金
石
録
』
序
）
。

右
童
銘
。
本
両
器
、
底
・
蓋
皆
有
銘
、
文
悉
同
。
其
一
原
父
以
遺
欧
陽
公
。
案
集
古
録
以
中
上
一
字
爲
張
字
、
引
詩
六
月
篇
侯
誰
在
　
張
仲
孝
友
、

日
、
此
周
宣
王
時
張
仲
器
也
。
呂
大
臨
考
古
圖
以
偏
傍
推
之
、
其
字
從
巨
不
從
長
、
以
隷
字
鐸
之
、
當
爲
亜
。
拒
字
錐
見
玉
篇
、
然
古
文
與
隷
書
多

不
合
、
未
知
果
是
否
。

右
漢
敦
煙
長
史
武
斑
碑
。
欧
陽
公
集
古
録
云
、
漢
斑
碑
者
、
蓋
其
字
書
残
滅
、
不
復
成
文
、
其
氏
族
・
官
閥
・
卒
葬
皆
不
可
見
、
其
可
見
者
君
謹
斑

爾
。
今
以
飴
家
所
藏
本
考
之
、
文
字
錐
漫
滅
、
然
猶
歴
歴
可
辮
。
其
額
題
云
、
漢
故
敦
煙
長
史
武
君
之
碑
。
知
其
姓
武
而
官
爲
敦
煙
長
史
也
。
碑
云
、

君
諒
斑
、
字
宣
張
。
昔
般
王
武
丁
、
克
伐
鬼
方
、
元
功
章
柄
、
動
藏
王
府
、
官
族
析
分
、
因
以
爲
氏
。
知
其
名
字
與
氏
族
所
出
也
。
又
云
、
永
嘉
元

年
卒
。
知
其
卒
之
年
月
也
。

右
爵
銘
。
大
観
中
、
瀧
之
昌
樂
丹
水
岸
坦
、
得
此
爵
及
一
触
。
案
考
工
記
、
爵
、
一
升
。
触
、
三
升
。
献
以
爵
而
酬
以
触
、
一
獣
而
三
酬
、
則
一
豆

　
。
而
漢
儒
皆
以
爲
爵
一
升
、
触
二
升
。
今
此
二
器
同
出
、
以
触
量
之
、
適
容
三
爵
、
與
考
工
記
合
。
以
此
知
古
器
不
猫
爲
翫
好
、
又
可
以
決
経
義

之
疑
也
o

右
唐
楮
亮
碑
。
唐
書
云
、
亮
、
杭
州
銭
塘
人
。
而
碑
云
、
晋
南
遷
、
家
干
丹
陽
。
按
元
和
姓
纂
自
有
銭
唐
楮
氏
、
與
亮
族
系
不
同
。
唐
史
蓋
失
之
。

今
之
方
冊
所
傳
者
、
已
経
敷
千
萬
傳
之
後
、
其
去
親
承
之
道
遠
　
。
惟
有
金
石
、
所
以
垂
不
朽
、
今
列
而
爲
略
。
庶
幾
式
謄
之
道
猶
存
焉
（
『
通
志
』

F金
石
略
」
序
）
。

朱
剣
心

『
金
石
學
』
（
文
物
出
版
冠
、
1
九
八
1
年
）
。

所
紀
自
御
府
之
外
、
凡
三
十
六
家
所
藏
古
器
物
、
皆
圖
而
録
之
　
（
『
直
齋
書
録
解
題
』
巷
八
）
e

凡
與
説
文
同
者
、
訓
以
隷
字
、
及
加
反
切
。
其
不
同
者
、
略
以
類
例
文
義
解
干
下
。
所
從
部
居
可
別
而
音
讃
無
傳
者
、
各
随
所
部
牧
之
、
以
備
考
謹

（『
考
古
圖
鐸
文
』
小
序
）
。

元
豊
後
、
又
有
文
士
李
公
麟
者
出
。
公
麟
字
伯
時
、
實
善
書
、
性
希
古
、
則
又
取
卒
生
所
得
蟹
其
聞
賭
者
、
作
爲
圖
状
、
説
其
所
以
、
而
名
之
日
考

古
圖
…
…
及
大
観
初
、
乃
傲
公
麟
之
考
古
、
作
宣
和
殿
博
古
圖
。

右
高
九
寸
、
深
八
寸
九
分
、
口
径
長
三
寸
八
分
、
闊
三
寸
八
分
、
腹
径
長
七
寸
五
分
、
闊
六
寸
、
容
七
升
八
合
、
重
五
斤
有
宇
、
銘
二
十
有
二
字
。
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周
官
有
天
地
四
時
之
職
、
是
爲
六
卿
。
惟
大
司
徒
實
掌
地
事
、
日
樂
大
司
徒
。
則
樂
者
姓
氏
也
…
…
。

父
癸
匝
之
銘
日
爵
方
父
癸
、
則
爲
之
説
日
、
周
之
君
臣
、
其
有
癸
號
者
、
惟
齊
之
四
世
有
癸
公
、
癸
公
之
子
日
哀
公
。
然
則
作
是
器
也
、
其
在
哀
公

之
時
欺
。
故
銘
日
父
癸
者
此
也
。
夫
以
十
干
爲
號
、
及
稻
父
甲
・
父
丁
・
父
癸
之
類
、
夏
商
皆
然
、
編
圖
者
固
知
之
　
。
濁
於
此
器
表
爲
周
物
、
且

以
爲
癸
公
之
子
稻
其
父
、
其
可
笑
一
也

周
義
母
匝
之
銘
日
仲
姑
義
母
作
。
則
爲
之
説
日
、
巫
日
文
公
杜
祁
譲
橿
姑
而
己
次
之
。
趙
孟
云
、
母
義
子
貴
、
正
謂
杜
祁
、
則
所
謂
仲
姑
者
、
自
名
也
。

義
母
者
、
裏
公
謂
杜
祁
也
。
夫
周
世
姑
姓
女
多
　
、
安
知
此
爲
偏
姑
。
杜
祁
但
譲
之
在
上
。
豊
可
便
爲
母
哉
。
既
三
口
仲
姑
自
名
、
又
以
爲
裏
公
爲
杜

祁
所
作
。
然
則
爲
誰
之
物
哉
。

其
書
、
考
諸
錐
疏
、
而
形
模
未
失
o
音
鐸
錐
謬
、
而
字
董
具
存
。
讃
者
伺
可
因
其
所
檜
以
識
三
代
鼎
舞
之
製
、
款
識
之
文
、
以
重
爲
之
核
訂
。
當
時

裏
集
之
功
亦
不
可
没
。

託
言
爲
盗
所
殺
（
『
宋
史
』
王
齢
傳
）
o

以
上
三
種
銘
識
音
拉
同
、
皆
鋼
紫
金
爲
蒙
。
博
古
録
云
、
惟
正
月
仲
春
吉
日
者
、
蓋
正
月
之
吉
、
適
得
仲
春
之
節
、
故
謹
其
時
而
言
之
、
猶
漢
麟
鳳

銘
言
秋
十
月
也
。
然
以
愚
孜
之
、
當
是
王
春
、
不
必
讃
作
仲
（
『
歴
代
鐘
鼎
舞
器
款
識
』
商
鐘
1
1
1
）
o

右
銘
三
十
有
七
字
。
博
古
録
以
爲
周
器
。
然
銘
文
全
類
商
兄
癸
由
、
殆
一
時
器
也
。
姑
列
干
商
舞
之
末
…
…
。

皆
即
博
古
圖
之
文
、
割
剥
鮎
竃
、
詞
義
往
往
不
通
…
…
明
代
妄
人
剥
博
古
圖
而
億
作
更
無
疑
義
（
『
四
庫
全
書
線
目
提
要
』
巻
百
十
六
「
紹
興
内
府
古

器
評
」
）
。

長
誉
頃
官
干
洛
、
因
得
從
之
遊
。
嘗
閲
吾
家
所
藏
内
府
帖
、
且
以
米
老
賊
尾
辮
之
、
惜
其
疎
略
、
逐
著
此
書
。
議
論
精
確
、
悉
有
護
接
。

米
云
、
巫
日
武
書
當
是
孝
武
書
、
非
也
。
僕
按
省
啓
帖
與
後
諜
王
帖
、
錐
在
疑
録
、
似
非
一
家
書
。
績
帖
中
『
炎
報
帖
』
、
頗
與
此
書
法
同
。
炎
、
巫
日
武

名
、
非
孝
武
也
…
…
米
云
、
梁
高
當
是
齊
高
、
非
也
。
此
帖
末
云
粛
桁
、
正
梁
武
名
。
梁
武
廟
號
高
組
、
此
書
目
誤
以
租
爲
帝
耳
。

…
…
若
杜
萱
洗
而
揚
解
以
規
卒
公
、
因
謂
之
杜
畢
、
則
又
見
於
献
酬
之
制
、
此
銘
一
字
日
畢
、
義
有
在
於
是
歎
。

今
此
鼎
亦
銘
以
畢
、
而
但
一
字
、
又
非
可
畢
以
献
酬
之
器
、
則
此
所
謂
畢
乃
人
名
也
…
…
以
載
籍
考
之
、
宋
之
僖
公
名
拳
、
楚
有
大
夫
伍
畢
、
下
察

有
史
畢
、
燕
有
唐
畢
。
錐
皆
周
人
、
然
史
畢
賎
而
爲
監
門
、
唐
畢
微
而
爲
相
者
、
又
皆
周
末
人
、
而
此
鼎
乃
非
晩
周
之
器
、
今
験
其
銘
款
、
若
非
宋

僖
公
皐
、
則
伍
畢
也
。
僖
公
微
子
之
後
、
與
周
始
終
。
伍
畢
荘
土
ハ
之
大
夫
、
爲
楚
聞
臣
、
宜
其
制
作
傳
永
而
不
亡
…
…
。

成
陽
縣
東
南
有
尭
母
慶
都
墓
、
上
有
祠
廟
…
今
成
陽
城
西
二
里
有
尭
陵
、
陵
南
一
里
有
尭
母
慶
都
陵
、
於
城
爲
西
南
、
稻
日
露
墓
…
尭
母
葬
干
薮
、

欲
人
不
知
、
名
日
露
墓
。
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鹸
観
此
書
、
辮
析
隠
奥
、
上
下
千
古
、
皆
前
賢
所
未
登
、
後
人
所
難
及
（
『
東
観
飴
論
』
祓
）
。

既
法
其
字
爲
之
韻
、
復
辮
其
字
爲
之
繹
、
使
學
隷
者
籍
書
以
讃
碑
、
則
歴
歴
在
目
…
：
・
（
『
隷
鐸
』
序
）
。

右
漢
故
太
尉
楊
公
祠
道
碑
銘
。
纂
額
。
楊
公
、
名
震
、
洪
農
華
陰
人
…
…
以
延
光
三
年
卒
。
楊
氏
墓
在
陳
州
関
郷
、
所
存
隷
碑
凡
四
、
此
碑
乃
其
孫

浦
相
統
之
門
人
汝
南
陳
熾
等
所
立
…
…
碑
載
其
諸
子
官
秩
凡
四
人
、
而
傳
云
震
五
子
、
誤
也
…
：
・
。

右
楊
震
碑
陰
、
可
識
者
百
九
十
鈴
人
、
皆
其
孫
之
門
生
也
…
…
漢
碑
刑
・
形
・
邪
三
字
多
互
用
、
此
碑
有
刑
升
高
．
刑
公
節
、
疑
若
借
用
作
那
、
却

又
有
邪
伯
徳
、
豊
刑
自
一
姓
乎
。

（補

注
一
）
張
徹
の
行
っ
た
論
考
は
『
漢
書
』
巷
二
十
五
下
郊
祀
志
下
に
、
顔
之
推
の
校
書
は
『
顔
氏
家
訓
』
書
讃
篇
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
韓
愈
と

　
　
　
章
雁
物
は
と
も
に
「
石
鼓
歌
」
と
題
す
る
詩
（
『
全
唐
文
』
所
牧
）
を
作
成
し
て
い
る
。

（補
注
二
）
實
際
に
は
、
巷
四
と
巻
五
は
、
「
僑
周
・
唐
」
と
な
っ
て
い
る
。

（補
注
三
）
鄭
樵
に
つ
い
て
は
、
原
著
に
章
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
「
編
謹
「
中
國
歴
史
文
献
學
史
述
要
』
　
－
鄭
樵
の
文
献
學
に
お
け
る
業
績
－
」
（
『
大
東
文

　
　
　
化
大
學
漢
學
會
誌
』
第
五
十
七
號
、
　
1
1
0
　
1
八
年
）
を
参
照
。
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